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＜１ 建設業許可の制度＞

１ 建設業の許可

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完

成を請け負うことを営業とするものをいいます。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業法

（以下「法」という。）第３条の規定により許可を受ける必要があり、元請負人はもちろ

んのこと、下請負人であっても請負として建設工事を施工する者は許可が必要です。

メモ

「請負」（民法第６３２条）とは、当事者の一方（請負人）がある仕事を完成するこ

とを約束し、相手方（注文者）がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束す

ることによって成立する契約をいい、例えば自社が所有する土地上に建売住宅を建築

することは請負にあたりません。

「軽微な建設工事」とは？

建 設 工 事 の 種 類 軽 微 な 建 設 工 事 に あ た る も の

建築一式工事以外 一件の請負代金が５００万円未満の工事

建 築 一 式 工 事 ① 一件の請負代金が１，５００万円未満の工事
② 請負代金の額にかかわらず、延べ面積が１５０㎡未満の木造住
宅（主要構造部が木造で延べ面積の２分の１以上を居住の用に供
するもの）工事

※ 請負代金の額については、消費税及び地方消費税の額を含みます。また、正当な理由

がないのに工事を２以上の契約に分割して請け負う場合は各契約の合計額となり、注文

者が材料を提供した場合はその市場価格（運賃を含む。）を加えた額となります。

メモ

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合であっても、その工事が解体工事で

ある場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による解体工事業の登

録が必要です。
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２ 建設工事の種類

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の２つの一式工事と２７の専門工事に分類さ

れており、請け負おうとする業種について許可を受けておかなければなりません。

略
許 可 業 種

建設工事
建 設 工 事 の 内 容 建 設 工 事 の 例 示

号 の 種 類

土 土木工事業 土木一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土
工 事 木工作物を建設する工事（補修、改造

又は解体する工事を含む。以下同じ。）

建 建築工事業 建築一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建
工 事 築物を建設する工事

大 大工工事業 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を 大工工事、型枠工事、造作工事
築造し、又は工作物に木製設備を取付
ける工事

左 左官工事業 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プ 左官工事、モルタル工事、モルタル防水
ラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い
又ははり付ける工事 出し工事

と とび・土工 とび ・ 土 工 ・ イ 足場の組立て、機械器具・建設資 イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工
工 事 業 コン ク リ ー ト 材等の重量物のクレーン等による運 事、重量物のクレーン等による揚重運

工 事 搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工 搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンク
事 リートブロック据付け工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐ ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き
いを行う工事 工事、場所打ぐい工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等 ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発
を行う工事 破工事、盛土工事
ニ コンクリートにより工作物を築造 ニ コンクリート工事、コンクリート打
する工事 設工事、コンクリート圧送工事、プレ
ホ その他基礎的ないしは準備的工事 ストレストコンクリート工事

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、
ボーリンググラウト工事、土留め工事、
仮締切り工事、吹付け工事、法面保護
工事、道路付属物設置工事、屋外広告
物設置工事、捨石工事、外構工事、は
つり工事、切断穿孔工事、アンカー工
事、あと施工アンカー工事、潜水工事

石 石 工 事 業 石 工 事 石材（石材に類似のコンクリートブロ 石積み（張り）工事、コンクリートブロ
ック及び擬石を含む。）の加工又は積 ック積み（張り）工事
方により工作物を築造し、又は工作物
に石材を取付ける工事

屋 屋根工事業 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根 屋根ふき工事
をふく工事

電 電気工事業 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構 発電設備工事、送配電線工事、引込線工
内電気設備等を設置する工事 事、変電設備工事、構内電気設備（非常

用電気設備を含む。）工事、照明設備工
事、電車線工事、信号設備工事、ネオン
装置工事
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略
許 可 業 種

建設工事
建 設 工 事 の 内 容 建 設 工 事 の 例 示

号 の 種 類

管 管 工 事 業 管 工 事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空
衛生等のための設備を設置し、又は金 気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、
属製等の管を使用して水、油、ガス、 厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工
水蒸気等を送配するための設備を設置 事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、
する工事 ダクト工事、管内更生工事

タ タイル・れんが・ タイル・れんが・ れんが、コンクリートブロック等によ コンクリートブロック積み（張り）工事、
ブロック工事業 ブロック工事 り工作物を築造し、又は工作物にれん レンガ積み（張り）工事、タイル張り工

が、コンクリートブロック、タイル等 事、築炉工事、スレート張り工事、サイ
を取付け、又ははり付ける工事 ディング工事

鋼 鋼 構 造 物 鋼構造物 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、
工 事 業 工 事 てにより工作物を築造する工事 ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広

告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

筋 鉄筋工事業 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
組立てる工事

舗 舗装工事業 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コン アスファルト舗装工事、コンクリート舗
クリート、砂、砂利、砕石等により舗 装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工
装する工事 事

し しゅんせつ しゅんせ 河川、港湾等の水底をしゅんせつする しゅんせつ工事
ゅ 工 事 業 つ 工 事 工事

板 板金工事業 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付 板金加工取付け工事、建築板金工事
け、又は工作物に金属製等の付属物を
取付ける工事

ガ ガ ラ ス ガ ラ ス 工作物にガラスを加工して取付ける工 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム
工 事 業 工 事 事 工事

塗 塗装工事業 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、
け、又ははり付ける工事 布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路

面標示工事

防 防水工事業 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング アスファルト防水工事、モルタル防水工
材等によって防水を行う工事 事、シーリング工事、塗膜防水工事、シ

ート防水工事、注入防水工事

内 内 装 仕 上 内装仕上 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、た インテリア工事、天井仕上工事、壁張り
工 事 業 工 事 たみ、ビニール床タイル、カーペット、工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、

ふすま等を用いて建築物の内装仕上げ たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防
を行う工事 音工事

機 機 械 器 具 機械器具 機械器具の組立て等により工作物を建 プラント設備工事、運搬機器設置工事、
設置工事業 設置工事 設し、又は工作物に機械器具を取付け 内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、

る工事 給排気機器設置工事、揚排水機器設置工
事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工
事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、
立体駐車設備工事
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略
許 可 業 種

建設工事
建 設 工 事 の 内 容 建 設 工 事 の 例 示

号 の 種 類

絶 熱 絶 縁 熱 絶 縁 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又
工 事 業 工 事 工事 は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁

工事、ウレタン吹付け断熱工事

通 電 気 通 信 電気通信 有線電気通信設備、無線電気通信設備、有線電気通信設備工事、無線電気通信設
工 事 業 工 事 ネットワーク設備、情報設備、放送機 備工事、データ通信設備工事、情報処理

械設備等の電気通信設備を設置する工 設備工事、情報収集設備工事、情報表示
事 設備工事、放送機械設備工事、ＴＶ電波

障害防除設備工事

園 造園工事業 造園工事 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごし
により庭園、公園、緑地等の苑地を築 らえ工事、公園設備工事、広場工事、園
造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑
又は植生を復元する工事 地育成工事

井 さ く 井 さ く 井 さく井機械等を用いてさく孔、さく井 さく井工事、観測井工事、還元井工事、
工 事 業 工 事 を行う工事又はこれらの工事に伴う揚 温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工

水設備設置等を行う工事 事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、
揚水設備工事

具 建具工事業 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工
付ける工事 事、金属製カーテンウォール取付け工事、

シャッター取付け工事、自動ドアー取付
け工事、木製建具取付け工事、ふすま工
事

水 水 道 施 設 水道施設 上水道、工業用水道等のための取水、 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設
工 事 業 工 事 浄水、配水等の施設を築造する工事又 工事、下水処理設備工事

は公共下水道若しくは流域下水道の処
理設備を設置する工事

消 消 防 施 設 消防施設 火災警報設備、消火設備、避難設備若 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設
工 事 業 工 事 しくは消火活動に必要な設備を設置 置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発

し、又は工作物に取付ける工事 性液体又は粉末による消火設備工事、屋
外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置
工事、火災報知設備工事、漏電火災警報
器設置工事、非常警報設備工事、金属製
避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又
は排煙設備の設置工事

清 清 掃 施 設 清掃施設 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
工 事 業 工 事 する工事

解 解体工事業 解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事
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ポイント

① 土木一式工事及び建築一式工事の２つの一式工事は、他の２７の専門工事とは異

なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事を

いい、専門工事が有機的に組み合わさった建設工事等が該当します。したがって総

合的にマネジメントを要する工事であることから、原則として元請工事となります。

また、例えば建築一式工事のみの許可を受けている場合、一棟の住宅新築工事を

請け負うことはできますが、その工事内容である大工工事、屋根工事、管工事、建

具工事等の専門工事を単独で請け負う場合は、それぞれの許可が必要になります。

② 許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯す

る他の業種の建設工事を附帯工事といい、一体として請け負うことができますが、

その附帯工事が５００万円以上である場合は、自ら当該建設工事の許可を受けるた

めに必要な技術者を置いて施工するか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた

建設業者に工事を施工させなければなりません。

３ 許可の区分

(1) 知事許可と大臣許可

知事許可・・・徳島県内にのみ営業所を設置する場合

大臣許可・・・徳島県内及び他の都道府県に営業所を設置する場合

「営業所」とは？

建設業法でいう「営業所」とは本店、支店等で常時建設工事の請負契約を締結する事

務所をいい、少なくとも次の要件を満たしていることが必要です。

① 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。

② 電話、机、各種台帳等を備えた事務所としての機能を有すること。

③ 居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているな

ど独立性が保たれていること。

④ ①に関する権限を付与された者がいること。

⑤ 一定の資格又は実務経験を有する者（営業所技術者等）が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店にすぎない場合や事務連絡所、工事事務所、作業所

等は営業所に該当しません。

(2) 一般建設業と特定建設業

建設業の許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。

発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、当該工事に係る下請代金の総額が

５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）以上となる場合は特定建設

業許可が必要となりますが、その他の場合は一般建設業許可で営業することができま

す。
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ポイント

① 一般建設業、特定建設業とも請負額に制限はありません。

② 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業許可を、他の業種については一

般建設業許可を受ける場合、許可通知書は２枚になり、手数料も別々に必要となりま

す。

③ 特定建設業は、下請負人保護のための許可要件が加重されているほか、下請負人に

対する保護、指導、請負代金の早期支払及び施工体制台帳の作成等さまざまな義務が

課せられています。

④ 一次下請人が二次下請人に５，０００万円以上の工事を下請施工させる場合、特定

建設業許可は不要です。

⑤ 次の７業種は「指定建設業」とされ、特定建設業の許可を受けるための特定営業所

技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は建設大臣若しくは国土交通大臣が

認定した者でなければなりません。

【指定建設業７業種】

・土 木 工 事 業 ・建 築 工 事 業 ・電 気 工 事 業 ・管 工 事 業

・鋼構造物工事業 ・舗 装 工 事 業 ・造 園 工 事 業

４ 許可の要件・基準

許可を受けるためには、次に掲げる要件を備えていることが必要です。

・適切な経営能力を有すること。

・適切な社会保険に加入していること。

・営業所ごとに専任の営業所技術者等を置いていること。

・請負契約に関して誠実性を有していること。

・請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

・欠格要件等に該当しないこと。

一 般 建 設 業 特 定 建 設 業

経 常勤役員等(※１：P.９を参照)の ～法第７条第１号（一般）、法第１５条第１号（特定）～
営 うち一人が右のいずれ
能 かに該当すること。 次の要件のいずれかに該当すること。
力 (1) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であ

ること。
① 建設業に関し、５年以上の経営業務の管理責任者とし
ての経験を有する者

② 建設業に関し、５年以上の経営業務の管理責任者に準
ずる地位にある者（経営業務を執行する権限の委任を受
けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を有す
る者

③ 建設業に関し、６年以上の経営業務の管理責任者に準
ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐す
る業務に従事した経験を有する者
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一 般 建 設 業 特 定 建 設 業

(2) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であ（
経 って、かつ、許可申請等を行う建設会社等において、建設
営 業に関し、財務管理の業務、労務管理の業務及び業務運営
能 の業務について、それぞれ５年以上の経験を有する者を、
力 当該常勤役員等を直接に補佐する者として置くものである

こと。）
① 建設業に関し、２年以上の役員等としての経験を有し、
かつ、５年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位に
ある者（財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当
するものに限る。）としての経験を有する者

② ５年以上の役員等としての経験を有し、かつ、建設業
に関し、役員等としての経験を２年以上有する者

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の経営体制を有すると
国土交通大臣が認定したもの

社 適切な社会保険に加入 ～法第７条第１号（一般）、法第１５条第１号（特定）～
会 していること。
保 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用
険 事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であ
加 ることの届出を行った者であること。
入

営 営業所ごとに右のいず ～法第７条第２号～ ～法第１５条第２号～
業 れかに該当する専任の
所 技術者がいること。 イ 許可を受けようとする建 イ 資料３（P.５７～を参照）に掲載の
技 設業に係る建設工事に関し、 資格区分に該当する者
術 学校教育法による高校（旧
者 実業学校を含む。）の指定学 ロ 法第７条第２号イ・ロ・
等 科(資料１（ P.５３）を参照)を卒業後５ ハ（左欄参照）に該当し、

年以上、大学（高等専門学 かつ、元請として４,５００万円
校を含む。）の指定学科を卒 以上の工事について２年以
業後３年以上の実務経験(※２ 上指導監督的な実務経験を
：P.９を参照)を有する者 有する者

ロ 許可を受けようとする建 ハ イ又はロに掲げる者と同
設業に係る建設工事に関し、 等以上の能力を有すると認
１０年以上の実務経験を有 めた者（大臣認定者）
する者

※指定建設業(P.６を参照）はイ又は
ハ イ又はロに掲げる者と同 ハに該当する者に限る。
等以上の知識・技術・技能
を有すると認められた者
① 資料２（P.５４～を参照）に掲載
の資格区分に該当する者

② 許可を受けようとする
建設業に係る建設工事に
関し、学校教育法による
専修学校の指定学科を卒
業後３年以上の実務経験
を有する者で専門士又は
高度専門士を称するもの
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一 般 建 設 業 特 定 建 設 業

誠 請負契約に関し不正又 ～法第７条第３号（一般）、法第１５条第１号（特定）～
実 は不誠実な行為をする
性 おそれが明らかな者で 法人である場合においては、当該法人又はその役員等（取
ないこと。 締役、執行役、業務を執行する社員又は相談役、顧問若しく

は取締役等に準ずる者と同等以上の支配力を有する者等）若
しくは政令で定める使用人（支店長・営業所長等）が、個人
である場合においてはその個人又は政令で定める使用人が、
左に該当すること。

財 請負契約を履行するに ～法第７条第４号～ ～法第１５条第３号～
産 足る財産的基礎等のあ
的 ること。 次の要件のいずれかに該当す 直近の決算において次の要件
基 ること。 全てに該当すること。
礎 ① 直前の決算において自己 ① 欠損の額が資本金の額の
等 資本の額(※３：P.９を参照)が５００ ２０％を超えないこと。

万円以上であること。 ② 流動比率が７５％以上で
② ５００万円以上の資金調 あること。
達能力を有すること。 ③ 資本金の額が２，０００万円以

③ 直前５年間許可を受けて 上あること。
継続して営業した実績があ ④ 自己資本の額が４，０００万円
ること。 以上あること。

欠 右のいずれかに該当す ～ 法 第 ８ 条 ～
格 る場合は許可を受けら
要 れません。 (１) 許可申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚
件 偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
等

(２) 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその
本人、その他建設業法施行令第３条に規定する使用人が次
の要件に該当するとき。
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない
者として国土交通省令で定めるもの

③ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許
可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない
者
また、許可の取消処分を免れるために廃業の届出をし

た者で届出の日から５年を経過しない者
④ 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を
及ぼしたとき、若しくは危害を及ぼすおそれが大である
とき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等に
より営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない
者

⑤ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又
はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を
経過しない者

⑥ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処
せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受ける
ことがなくなった日から５年を経過しない者
A) 建設業法
B) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観
法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で、
政令で定めるもの
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一 般 建 設 業 特 定 建 設 業

C) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（
欠 D) 刑法第２０４条（傷害罪）、第２０６条（現場助勢罪）、第２０
格 ８条（暴行罪）、第２０８条の２（凶器準備集合罪）、第２２２条（脅迫
要 罪）、第２４７条（背任罪）若しくは暴力行為等処罰に関す
件 る法律
等 ⑦ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者）
⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ 上記の表は、表現の都合上省略している部分がありますので、詳細は建設業法等で確

認してください。

※１ 「常勤役員等」とは、法人の場合はその役員のうち常勤である者、個人の場合はそ

の本人又は支配人をいいます。役員とは、株式会社又は特例有限会社の取締役、委員

会設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種組合等の理

事等をいい、原則として執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含みま

せん。

また、常勤とは、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を

除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。

なお、常勤役員等は、同一企業で同一の営業所である場合を除き、管理建築士、宅

地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者を兼務できません。

※２ 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、

建設工事の施工を指揮・監督した経験及び建設機械の操作等によって実際に建設工事

の施工に携わった経験はもちろん、これらの技術を修得するためにした見習中の技術

的経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務系の業務に関する経験は

含まれません。

※３ 「自己資本の額」とは、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい

ます。

「経営業務の管理責任者としての経験」とは？

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは、法人の役員、個人の事業主又は

支配人（支配人登記されている者に限る。）、建設業法施行令第３条に規定する使用人（支

店長、営業所長）として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営

業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。

メモ

役員として登記されていても、非常勤又は未成年であった期間については経営業務

の管理責任者としての経験には含まれません。
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「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは？

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、「執行役員等として建設業の経営業

務を管理した経験」又は「経営業務を補佐した経験」を有する者をいいます。

「執行役員等として建設業の経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社にお

いて取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として

選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及

び命令のもと、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

「経営業務を補佐した経験」とは、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術

者等の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、法人の役員、個人の事

業主又は支配人、建設業法施行令第３条に規定する使用人（支店長、営業所長）等営業取

引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者として従事した経験をいいま

す。

「財務管理の業務、労務管理の業務及び業務運営の業務についての経験」とは？

財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中

の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払い等を行う部署におけるこれらの業務経験

をいいます。

労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続

を行う部署におけるこれらの業務をいいます。

業務運営の経験とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれ

らの業務経験をいいます。

「役員等に次ぐ職制上の地位」とは？

役員等に次ぐ職制上の地位とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職

上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。

事 業 内 容 建 設 業 他 の 事 業

経 験 内 容
経営業務の管理責任者 執 行 役 員 等 と し て の 経 営 業 務 を 役員等又は役員等に次ぐ

役 員 等 と し て の 経 験と し て の 経 験 経 営 管 理 経 験 補 佐 し た 経 験 職 制 上 の 地 位 の 経 験

具体的な地位
法人の役員、事業主、

執 行 役 員
本店部長、支店次長等、 法人の役員、事業主、社内

法人の役員、事業主支配人、支店長・所長 事業主の配偶者・子等 において役員等に次ぐ者

必要経験年数 ５ 年 以 上 ６ 年 以 上
５ 年 以 上 、 ５年以上、うち建設業
うち役員等経験２年以上 に係る役員等経験２年以

上

補 佐 す る 者 不 要 必 要

根 拠 法 令 建設業法施行規則第７条第１号イ 建設業法施行規則第７条第１号ロ
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「営業所技術者等」とは？

営業所技術者等とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事することを要する者

で、７ページの表に掲げた要件を満たす者をいいます。

営業所技術者 ：一般建設業許可を受けた業種を担当する技術者

特定営業所技術者：特定建設業許可を受けた業種を担当する技術者

複数の業種の営業所技術者等の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の

営業所技術者等を兼ねることができます。

また、営業所技術者等が、規則第７条第１号イ又はロに該当する常勤役員等又は当該

常勤役員等を直接に補佐する者の基準を満たしている場合、同一営業所内に限って一人

で両者を兼ねることができます。

メモ

① 営業所技術者等は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他

の法令により専任性を要するとされる者を兼務できません。ただし、同一企業で、同

一の営業所である場合はこの限りでありません。

② 営業所技術者等とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいま

すから、他社の常勤役員等である場合は、原則として営業所技術者等として認められ

ません。

③ 監査役は営業所技術者等になれません。

④ 営業所技術者等は、原則として工事現場の主任技術者又は監理技術者になることは

できません。特例として、当該営業所において請負契約が締結された工事で、工事現

場と営業所が近接している場合に、専任を要しない工事現場の主任技術者等を兼ねる

ことができます。

また、工事規模、施工場所、遠隔からの現場確認体制等を踏まえ、営業所技術者等

としての職務に支障がないと認められる場合は、専任を要する現場の主任技術者等を

一つの現場に限り、兼ねることができます。（詳細については「監理技術者制度運用

マニュアル」をご確認ください。）

「誠実性」とは？

誠実性とは、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない

ことをいいます。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為、例えば

詐欺、脅迫、横領、文書偽造等を行うことをいい、「不誠実な行為」とは、工事内容・工

期等について請負契約に違反する行為をいいます。

これらの行為を行った者については、誠実性の要件に欠けるものとして許可されない場

合があります。
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「財産的基礎」とは？

【一般建設業の財産的基礎】

財 産 的 基 礎 の 要 件

法 次のいずれかに該当すること
人 ① 直近決算の貸借対照表における自己資本額が５００万円以上である。
・ ② 主要取引金融機関発行の５００万円以上の預金残高証明書又は融資証明書（証明
個 基準日が申請書の受付日から起算して前３か月以内のもの）がある。
人 ③ 直前５年間許可を受け、継続して営業した実績がある。

【特定建設業の財産的基礎】

申請時直近の確定した貸借対照表において、次の全ての事項に該当していることが必要

です。

法 人 個 人

欠損比率 【法人の場合】
繰越利益剰余金がある場合や、資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合

計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、要件を満たしていますので次
の計算式を使う必要はありません。

繰越利益剰余金の負の額－（資本剰余金＋利益準備金＋任意積立金（繰越利益剰余金を除く。））
×１００≦２０％資 本 金

【個人の場合】
事 業 主 損 失 － （ 事 業 主 借 勘 定 － 事 業 主 貸 勘 定 ＋ 利 益 留 保 性 の 引 当 金 ＋ 準 備 金 ）

×１００≦２０％期 首 資 本 金

流動比率 流 動 資 産 合 計
×１００≧７５％流 動 負 債 合 計

資 本 金 資本金≧２，０００万円 期首資本金≧２，０００万円

自己資本 （期首資本金＋事業主借勘定＋事業主利
純資産合計≧４，０００万円 益）－事業主貸勘定＋利益留保性の引当

金＋準備金≧４，０００万円

※ 個人の場合は、４，０００万円以上の預金残高証明書（証明基準日が申請書の受付日

から起算して前３か月以内のもの）を添付してください。

メモ

更新の際に、財産的基礎の要件を満たしていない場合、新たに一般建設業許可を申

請する必要があります。この場合、廃業届を提出する必要はありません。

５ 許可の有効期間

許可のあった日から５年目の対応する日の前日をもって満了します。許可を更新しよう

とする場合は、許可満了日の３か月前から３０日前までの間に申請する必要があります。
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＜２ 建設業許可の申請＞

１ 申請区分と手数料

手 数 料
申 請 区 分

般(特)のみ 般＋特

１ 新規 現在有効な許可をどの許可行政庁からも
９万円 １８万円受けていない者が、許可を申請する場合

２ 許可換え新規 ・他都道府県知事許可から徳島県知事許可
へ

９万円 １８万円・国土交通大臣許可から徳島県知事許可へ
(・徳島県知事許可から国土交通大臣許可へ)

３ 般・特新規 ・一般建設業の許可のみを受けている者が
新たに特定建設業の許可を申請する場合

・特定建設業の許可のみを受けている者が
９万円新たに一般建設業の許可を申請する場合

（ただし、全ての許可を一般建設業にす
る場合は、「新規」となります。）

４ 業種追加 ・一般建設業の許可を受けている者が他の
建設業について一般建設業の許可を申請
する場合

５万円 １０万円・特定建設業の許可を受けている者が他の
建設業について特定建設業の許可を申請
する場合

５ 更新 既に受けている建設業の許可について、
５万円 １０万円その更新を申請する場合（５年ごと）

６ 般・特新規 上記３と４を同時に申請する場合
１４万円＋業種追加

７ 般・特新規 上記３と５を同時に申請する場合
１４万円＋更新

８ 業種追加 上記４と５を同時に申請する場合
１０万円 ※＋更新

９ 般・特新規 上記３、４、５を同時に申請する場合
＋業種追加 １９万円
＋更新

※ 一般と特定の両方を更新し、かつ、一般又は特定の一方を追加する場合は１５万円、

一般と特定の両方を追加し、かつ、一般又は特定の一方を更新する場合も１５万円です。

また、一般と特定の両方について更新と追加を行う場合は２０万円になります。

メモ

一般建設業許可と特定建設業許可はそれぞれ別個の許可であり、許可通知書も別に

交付されます。
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許可の一本化

許可日の異なる二以上の許可を一の許可にまとめることができます。

① 同一業者で別個に二以上の許可を受けているとき、一の許可の更新を申請する際に、

有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請するもの

で、全てを合わせて一の許可の更新として許可を受けるような場合（手数料は５万円。

ただし、一般と特定が混在する場合は１０万円）

② 許可を受けた後、他の建設業の許可を追加申請しようとするとき、有効期間の残っ

ている従来の許可についても同時に許可の更新を申請し、追加する建設業と合わせて

一の許可を受けるような場合（手数料は追加分＋更新分になります。）

組織変更に係る申請区分

個 法 特 例 有 限 会 社 株 式 会 社

新規申請※

人 人 合 名 会 社 合 資 会 社

変更届

変更届株 法 持
式 人 分
会 格 （
社 新規申請※ の 合

あ 名

特 る 新規申請※ ・

例 各 合

有 種 資

限 新規申請※ 組 ）

会 合 会

社 等 社

※特例あり（P.74参照）
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２ 許可申請の手続

(1) 提出先一覧

主たる営業所を管轄する各県土整備事務所（以下「事務所」という。）へ提出して

ください。

所 在 地 等 所 管 区 域

徳島県土整備事務所 徳島市南末広町６－３６ 徳島市、鳴門市、小松島市、
（ 契 約 ・ 指 導 担 当 ） ＴＥＬ ０８８－６５３－８８１２ 勝浦町、上勝町、神山町、

佐那河内村、松茂町、
北島町、藍住町、板野町

徳島県土整備事務所 鳴門市撫養町立岩字七枚１２８ 鳴門市、松茂町、板野町
鳴 門 支 所 ＴＥＬ ０８８－６８４－４６２０ ※徳島県土整備事務所への提出も可

吉野川県土整備事務所 吉野川市川島町宮島７３６－１ 吉野川市、阿波市、石井町、
（ 総 務 担 当 ） ＴＥＬ ０８８３－２６－３７１２ 上板町

阿 南 県 土 整 備 事 務 所 阿南市富岡町あ王谷４６ 阿南市
（ 企 画 担 当 ） ＴＥＬ ０８８４－２４－４２１２

阿 南 県 土 整 備 事 務 所 那賀郡那賀町吉野字弥八かへ６４－１ 那賀町
那 賀 支 所 ＴＥＬ ０８８４－６２－００６９

美 波 県 土 整 備 事 務 所 海部郡美波町奥河内字弁才天１７－１ 牟岐町、美波町、海陽町
（ 企 画 ・ 用 地 担 当 ） ＴＥＬ ０８８４－７４－７４１４

三好県土整備事務所 三好市池田町マチ２４１５ 三好市、東みよし町
（ 企 画 担 当 ） ＴＥＬ ０８８３－７６－０６０６

美 馬 県 土 整 備 事 務 所 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南７３ 美馬市、つるぎ町
（ 企 画 担 当 ） ＴＥＬ ０８８３－５３－３４０７

メモ

規則第７条第１号イ又はロに該当する常勤役員等、当該常勤役員等を直接に補佐す

る者及び営業所技術者等の方については本人確認を行いますので、申請書類の提出時

又は処理期間内に、顔写真のある公的機関が発行した身分証明書（運転免許証、パス

ポート等）をお持ちの上、窓口にお越しください。

(2) 処理期間

新規申請の場合は申請受付日から６０日程度、更新申請又は業種追加の場合は３０

日程度の期間を要します（土日、祝祭日を除く。）。

なお、更新申請については、必ず許可満了日の３０日前までに提出してください。

また、更新と同時に業種追加を申請する場合は、許可満了日の６０日前までに提出

してください。
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メモ

書類不備等により修正をお願いする場合、その期間は処理期間に含めません。

(3) 許可通知書の交付

許可通知書は申請を行った窓口で手交します。

メモ

旧鳴門庁舎管内（鳴門市、松茂町、板野町）に主たる営業所を置く業者については、

交付場所を徳島県県土整備事務所又は鳴門支所で選択できます。

(4) 許可申請の取下げ

申請を取り下げようとする場合は、「許可申請取下願」を提出してください。ただ

し、申請手数料は返却されません。

取下願の例

年 月 日

徳島県知事殿

住所

商号又は名称

代表者氏名

一般
建設業許可の許可申請の取下げ願

特定

年 月 日付けで
一般

建設業の許可申請をしましたが、
特定

下記の理由により許可申請の取下げを致します。

記

取下げ理由
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３ 許可申請に必要な書類

次の(1)から(4)に掲げる書類を主たる営業所を管轄する事務所に提出してください。

(1) 法定書類Ａ（提出部数：１部）･･･法定書類Ｂとは別に紐綴じしてください。

申請区分（P.13を参照）

綴 様 １ ２ ３ ４ ６ ５ ７ ８ ９ 記
新 許 般 業 般 更 般 追 般

式 規 可 ・ 種 特 新 特 加 特 載
り 名 称 換 特 追 ＋ ＋ ＋ ＋

番 え 新 加 追 更 更 追 例
新 規 加 新 新 加

順 号 規 ＋ 等
更
新

A1 表紙 ○ ○ ○ ○

A2 第１号 建設業許可申請書 ○ ○ ○ ○ P.21

A3 別紙１ 役員等の一覧表 ※ 法人のみ ○ ○ ○ ○ P.22

A4 別紙２（１） 営業所一覧表（新規許可等） ○ ○ ○ P.23

A5 別紙２（２) 営業所一覧表（更新） ○ ○ P.24

A6 別紙３ 収入印紙､収入証紙､登録免許税領収書
○ ○ ○ ○又は許可手数料領収証書はり付け欄

A7 別紙４ 営業所技術者等一覧表 ○ ○ ○ ○ P.25

A8 第２号 工事経歴書 ○※ ○ ▲ ■ P.26

A9 第３号 直前３年の各事業年度における
○※ ○ ▲ ○ P.27工事施工金額

A10 第４号 使用人数 ○※ ○ ▲ ○ P.28

A11 第６号 誓約書 ○ ○ ○ ○ P.29

A12 第７号の３ 健康保険等の加入状況 ○ ○ ○ ○ P.35

A13 第１１号 建設業法施行令第３条に規定する
● ● ● ● P.41使用人の一覧表

A14 定款の写し ※ 法人のみ ○ △ △ △ P.45

A15 第１５～１９号 財務諸表（法人用又は個人用） ○ ☆ ▲ ☆ P.45

A16 第２０号 営業の沿革 ○ ☆ ○ ○ P.43

A17 第２０号の２ 所属建設業者団体 ○ ☆ △ △ P.44

A18 第２０号の３ 主要取引金融機関名 ○ ☆ △ △ P.44

【表の見方】（以下（２）、（３）において同じ。）

○：必ず必要な書類 （○※：許可換え新規については省略可）

●：該当する場合に必要な書類

■：更新申請する業種については省略可能な書類

△：変更がなければ省略可能な書類

▲：省略可能な書類

☆：一般建設業の許可を申請する場合は省略可能な書類
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(2) 法定書類Ｂ（提出部数：１部）･･･法定書類Ａとは別に紐綴じしてください。

申請区分（P.13を参照）

綴 様 １ ２ ３ ４ ６ ５ ７ ８ ９ 記
新 許 般 業 般 更 般 追 般

式 規 可 ・ 種 特 新 特 加 特 載
り 名 称 換 特 追 ＋ ＋ ＋ ＋

番 え 新 加 追 更 更 追 例
新 規 加 新 新 加

順 号 規 ＋ 等
更
新

B1 第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任
者等）証明書 ○ ○ ○ ○ P.30
※ 規則第７条第１号イに該当する場合に限る。

別紙 常勤役員等の略歴書 ○ ○ ○ ○ P.31
※ 規則第７条第１号イに該当する場合に限る。

B2 第７号の２ 常勤役員等及び当該常勤役員等を
直接に補佐する者の証明書 ○ ○ ○ ○ P.32～
※ 規則第７条第１号ロに該当する場合に限る。

別紙１ 常勤役員等の略歴書
○ ○ ○ ○ P.31

※ 規則第７条第１号ロに該当する場合に限る。

別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の
略歴書 ○ ○ ○ ○ P.34
※ 規則第７条第１号ロに該当する場合に限る。

B3 第８号 営業所技術者等証明書（新規・変更） ○ ○ ■ P.36～

B4 資格証明書等の写し 該当する
該当するものを も の を

B5 第９号 実務経験証明書 ▲ 提出して P.38
提出してください。 ください。

B6 卒業証明書等 （更新分は省略可）

B7 第１０号 指導監督的実務経験証明書 ● ● ● ● P.40

B8 第１２号 許可申請者の住所､生年月日等に
関する調書 ○ ○ ○ ○ P.41
※ 法人の役員等及び本人について作成すること。

B9 第１３号 建設業法施行令第３条に規定する
使用人の住所､生年月日等に関する ● ● ● ● P.42
調書

B10 登記されていないことの証明書
又は医師の診断書

○ ○ ○ ○ P.45※ 法人の役員、本人及び建設業法施行令第３条の使用人につい
て提出すること。

B11 身分証明書
※ 法人の役員、本人及び建設業法施行令第３条の使用人につい ○ ○ ○ ○ P.45
て提出すること。

B12 第１４号 株主（出資者）調書 ※ 法人のみ ○ ☆ △ △ P.42

B13 商業登記法における登記事項証明書 ○ ☆ △ △ P.46

B14 納税証明書 ○ ☆ ▲ ☆ P.46

※ B１、B２はいずれか該当するものを提出すること。
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(3) 確認書類等（提出部数：１部）･･･法定書類とは別にホチキス留めしてください。

申請区分（P.13を参照）

綴 １ ２ ３ ４ ６ ５ ７ ８ ９ 備
新 許 般 業 般 更 般 追 般
規 可 ・ 種 特 新 特 加 特

り 確 認 資 料 等 換 特 追 ＋ ＋ ＋ ＋
え 新 加 追 更 更 追
新 規 加 新 新 加

順 規 ＋ 考
更
新

1 建設業許可申請書（写し） ○ ○ ○ ○ A2の写し

2 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証
明書（写し） ○ ○ ○ ○ B1の写し
※ 規則第７条第１号イに該当する場合に限る。

3 常勤役員等証明書（県様式１）
● ▲ ● ● P.47

※ 規則第７条第１号イに該当する者について作成すること。

4 常勤役員等（経営業務管理責任者等）の常
勤性の確認資料 ● ▲ ● ● P.47
※ 規則第７条第１号イに該当する者について提出すること。

5 常勤役員等（経営業務管理責任者等）とし
ての経験が確認できる資料 ● ▲ △ △ P.48～
※ 規則第７条第１号イに該当する者について提出すること。

6 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補
佐する者の証明書（写し） ○ ○ ○ ○ B2の写し
※ 規則第７条第１号ロに該当する場合に限る。

7 常勤役員等証明書（県様式１）
● ▲ ● ● P.47

※ 規則第７条第１号ロに該当する者及び補佐する者について作成すること。

8 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐す
P.47

る者の常勤性の確認資料 ● ▲ ● ● P.50
※ 規則第７条第１号ロに該当する者及び補佐する者について提出すること。

9 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐す P.48～
る者の経験等が確認できる資料 ● ▲ △ △

P.50
※ 規則第７条第１号ロに該当する者及び補佐する者について提出すること。

10 営業所技術者等証明書（写し） ○ ○ ■ B3の写し

11 営業所技術者等証明書（県様式２） ○ ○ ○ ○ P.50

12 営業所技術者等の常勤性の確認資料 ○ ○ ○ ○ P.50

13 営業所技術者等の実務経験を確認する資料
● ● ▲ ● P.51※ 「更新分」（申請区分７～９を含む。）については省略可

14 指導監督的実務経験を確認する資料
※ 「更新分」（申請区分７～９を含む。）について、指導監督的実務経験証明書が ● ● ● ● P.51
前回提出したものと同じ場合は省略可

15 預金残高証明書又は融資証明書 ● ● P.12

16 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入
○ ○ ○ ○ P.52状況確認資料

17 営業所の状況（県様式３～５） ○ ○ ○ ○ P.52

18 電子申請サービス納付申込完了通知の写し
● ● ● ●

電子申請サービスで
手数料を納付する場合
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※ 綴り順２、６はいずれか該当するものを提出。綴り順３～５は綴り順２の書類を提出
した場合に、綴り順７～９は綴り順６を提出した場合に必要（省略可能な書類あり。）。

メモ

① 行政書士が代理申請を行う場合は、この他に「委任状」の添付が必要です。

② 審査時に必要が生じた場合は、これ以外に別途資料の提出を求めることがありま

す。

③ 電子申請サービスで申請手数料を納付する場合は、事前に申込みを行い、申込完了

後に送付されるメールの写しを提出してください。

(4) 返信用封筒（副本返却用）※必要な場合

電子申請サービスで手数料を納付する場合は、納付確認後に副本を返却します。

なお、許可通知書受領時に受け取る場合は不要です。

(5) 提出部数と綴り方

各書類は副本を作成し、正本と一緒に提出してください。副本は受付印を押印し、

返却します。

【正本（提出用）：各１部】

建 設 業 許 可 ○ ○

事務処理台帳
法定書類Ａ 法定書類Ｂ 確認書類

（県様式６）

○ ○

紐綴じ 紐綴じ ホチキス留め

「法人の役員」とは？

法人の役員とは、株式会社又は特例有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分

会社の業務を執行する社員、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、

会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

★関連：「登記されていないことの証明書（又は医師の診断書）」、「身分証明書」

「法人の役員等」とは？

法人の役員等とは、上記法人の役員のほか、顧問、相談役又は総株主の議決権の１００

分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の１００分の５以上に相当する出資をしてい

る者（個人に限る。）をいいます。

★関連：別紙１「役員等の一覧表」、様式第１２号「許可申請者の住所、生年月日等に

関する調書」
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(1) 建設業許可申請書

行政庁側記入欄

許可年月日

１．す　る

般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

申請代理人徳島市・・・
××行政書士事務所
行政書士　××　××

 地方整備局長 徳島市万代町１－１
 北海道開発局長 株式会社とくしま建設工業

徳島県知事 殿 申請者 代表取締役　徳島　五郎

大臣
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

国土交通大臣 般
知事 特

3 １．新 規 ４．業 種 追 加 ７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

２．許 可 換 え 新 規 ５．更 新 ８．業 種 追 加 ＋ 更 新 許可の有効

３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

3 5 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
許 可 を 受 け よ う
と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25 30

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

3 5

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

０ ０ ０ ０ １

コード

許 可 番 号 ０ １ 許可 （ － ）第 号 令和 年 月 日

申 請 の 区 分 ０ ２ 1 （ ）

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和 年 月 日

０ ４ 2 1 2 2

（
１．一般
２．特定

）
申 請 時 に お い て
既に許可を受けて
い る 建 設 業

０ ５ 2 1 2

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ ト ク シ マ ケ ン セ ツ コ ウ ギ ョ ウ

商 号 又 は 名 称 ０ ７ （ 株 ） と く し ま 建 設 工 業

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

０ ８ ト ク シ マ ゴ ロ ウ

支配人の氏名

０ ９ 徳 島 五 郎

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

１ ０ 3 6 2 0 1 都道府県名 　　徳島県 市区町村名 　　徳島市

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１ １ 万 代 町 1 － 1

郵 便 番 号 １ ２ 7 7 0 － 8 5 7 0 電 話 番 号 0 8 8 － × × × － × × × ×

事実上の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、二段書きする。
【例】（登記上）○○○・・・
　　　（事実上）△△△・・・

太枠内は記入しない。

項番「０４」には新たに許可を得ようとする業種を記入し、
項番「０５」には既に許可を受けている業種を記入すること。
※一般建設業は「１」を、特定建設業は「２」を記入する。
※この記載例は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の更新に併せ、
　 解体工事業を追加申請するもの

フリガナに「・」や「　　（スペース）」は入れない。
また、濁点や半濁点も含んで１つのカラムに記入すること。
以下、同じ。
※（株）等、法人の略号にフリガナは不要

法人の種類は次頁を参照し略号で記入すること。

個人事業主で支配人登記している場合に記入する。

市町村コードは次頁を
参照し記入すること。

市町村名に続く町名等から記入し、丁目・番地等は「－（ハイフン）」でつなぐこと。

左詰め

行政書士
の職印

行政書士による代理申請の場合、申請代理人と申請者とを連記し、
当該申請代理人（行政書士）の職印を押印する。
※申請者の印は不要

不要なものを消す。
以下、同じ。

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等（建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者及び同法第15条第２号に規定する特定営業所技術者をいう。
以下同じ。）については別紙による。

連絡先

ファックス番号　088-×××-××××

所属等　総務課 氏名　阿波　太郎 電話番号　088-×××-××××

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

大臣
コード

知事
3 5 10

（ ）
　　運送業

3

許可換えの区分 １ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

× × ×

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 1

× × × × × ×0 （千円） × × × ×5 0 0 0

25

法人又は個人の
別

１ ３ 1 （ ）

13 15 203 4 5 10

ファックス番号 088-×××-××××

項番「１５」及び項番「１６」は許可換え新規の場合のみ記入すること。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

担当者の氏名・電話番号を必ず記入すること。



- 22 -

★法人の略称★

★市町村コード★

(2) 役員等の一覧表

メモ

この表は、法人の役員（株式会社・特例有限会社の取締役、委員会設置会社の執行

役、持分会社（合名会社等）の業務を執行する社員、法人格のある各種組合等の理事

等）のほか、顧問、相談役又は総株主の議決権の１００分の５以上を有する株主若し

くは出資の総額の１００分の５以上に相当する出資をしている者（個人に限る。）につ

いて記入します。

※ 執行役員、監査役、会計参与は本表の役員等には含みません。

※ 総株主の１００分の５未満の株主又は株主でない者であっても、取締役と同等以

上の支配力を有する場合は記入する必要があり、記入漏れは虚偽記載として扱われ

る場合がありますので注意してください。

徳 島 市 ３６２０１ 勝 浦 町 ３６３０１ 海 陽 町 ３６３８８

鳴 門 市 ３６２０２ 上 勝 町 ３６３０２ 松 茂 町 ３６４０１

小 松 島 市 ３６２０３ 佐 那 河 内 村 ３６３２１ 北 島 町 ３６４０２

阿 南 市 ３６２０４ 石 井 町 ３６３４１ 藍 住 町 ３６４０３

吉 野 川 市 ３６２０５ 神 山 町 ３６３４２ 板 野 町 ３６４０４

阿 波 市 ３６２０６ 那 賀 町 ３６３６８ 上 板 町 ３６４０５

美 馬 市 ３６２０７ 牟 岐 町 ３６３８３ つ る ぎ 町 ３６４６８

三 好 市 ３６２０８ 美 波 町 ３６３８７ 東 み よ し 町 ３６４８９

令和　　　年　　　月　　　日

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

徳島
トクシマ

五郎
ゴロウ

代表取締役 常勤

徳島
トクシマ

一郎
イチロウ

取締役 常勤

徳島
トクシマ

次郎
ジロウ

顧問 非常勤

徳島
トクシマ

三郎
サブロウ

株主等

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限
  る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

氏名には必ずフリガナを付けること。

株 式 会 社 (株) 合 名 会 社 ( 名 ) 合 同 会 社 ( 合 ) 協 業 組 合 ( 業 )

特 例 有 限 会 社 (有) 合 資 会 社 ( 資 ) 協 同 組 合 ( 同 ) 企 業 組 合 ( 企 )



- 23 -

(3) 営業所一覧表（新規許可等）

別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

（従たる営業所）

（都道府県名）

（用紙Ａ４）

営業所一覧表（新規許可等）

項 番 3

大臣
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

国土交通大臣 般
知事 特

（主たる営業所）

フリガナ　　ホンテン
主た る営 業所 の
名 称 　　　　　　本店

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
営 業 し よ う
と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25 30

フリガナ　　ナルトシテン
3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
名 称

23 25 30 35 40

3 5

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
営 業 し よ う
と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25 30

区 分 8 1 1

コード

許 可 番 号 8 2 許可 （ － ）第 号 令和 年 月 日

8 3 2 1 2 2

(
１．一般
２．特定

)

変更前 2 1 2

8 4 鳴 門 支 店

従た る営 業所 の
所在 地市 区町 村
コ ー ド

8 5 3 6 2 0 2 都道府県名 徳島県 市区町村名 鳴門市

従た る営 業所 の
所 在 地

8 6 撫 養 町 立 岩 字 七 枚 1 2 8

郵 便 番 号 8 7 7 7 2 － 0 0 1 7 電 話 番 号 0 8 8 － × × × － × × × ×

8 8 2 2 2

(
１．一般
２．特定

)

変更前 2 2

内　
　

容

太枠内は記入しない。

項番「８３」（項番「８８」も同様）
上段は、その営業所において営業しようとする全ての業種を記入すること。
下段（変更前）は、その営業所において申請時既に営業している業種を記入すること。
※新規・許可換え新規の場合、下段は空欄にしておく。

従たる営業所がない場合は、「（従たる営業所）」の欄の余白部分に「該当なし」と記入し、提出すること。
その場合、「（主たる営業所）」の欄も記入不要

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
名 称

23 25 30 35 40

3 5

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
営 業 し よ う
と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25 30

8 4

従た る営 業所 の
所在 地市 区町 村
コ ー ド

8 5 都道府県名 市区町村名

従た る営 業所 の
所 在 地

8 6

郵 便 番 号 8 7 － 電 話 番 号

8 8

(
１．一般
２．特定

)

変更前

内　
　

容

従たる営業所が３か所以上あり、用紙が２枚以上になる場合、
２枚目以降の「（主たる営業所）」の欄は記入不要
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(4) 営業所一覧表（更新）

★建設業の略号★

土 木 工 事 業 土 鋼 構 造 物 工 事 業 鋼 熱 絶 縁 工 事 業 絶

建 築 工 事 業 建 鉄 筋 工 事 業 筋 電 気 通 信 工 事 業 通

大 工 工 事 業 大 舗 装 工 事 業 舗 造 園 工 事 業 園

左 官 工 事 業 左 し ゅ ん せ つ 工 事 業 しゅ さ く 井 工 事 業 井

と び ・ 土 工 工 事 業 と 板 金 工 事 業 板 建 具 工 事 業 具

石 工 事 業 石 ガ ラ ス 工 事 業 ガ 水 道 施 設 工 事 業 水

屋 根 工 事 業 屋 塗 装 工 事 業 塗 消 防 施 設 工 事 業 消

電 気 工 事 業 電 防 水 工 事 業 防 清 掃 施 設 工 事 業 清

管 工 事 業 管 内 装 仕 上 工 事 業 内 解 体 工 事 業 解

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業 タ 機 械 器 具 設 置 工 事 業 機

別紙二（２）

「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結

する事務所のうち該当するものについて記載すること。

て記載すること。

（用紙Ａ４）

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業所の名称 所在地（郵便番号・電話番号）
営業しようとする建設業

特定 一般

主
た
る

営
業
所

本店
 〒770-8570
 徳島市万代町１－１
 電話　088-×××-××××

土・と・解 建

従
　
た
　
る
　
営
　
業
　
所

鳴門支店
 〒772-0017
 鳴門市撫養町立岩字七枚１２８
 電話　088-×××-××××

土・と・解

しようとする建設業を、許可申請書の記載要領６の表の（ ）内に示された略号により、一般と特定に分け

１

２ 「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業

従たる営業所がない場合も提出すること。

その場合、「主たる営業所」の欄のみ記入し、「従たる営業所」の欄には「該当なし」と記入する。

※従たる営業所が複数あり、用紙が２枚以上になる場合、２枚目以降の主たる営業所の欄は記入不要

「営業しようとする建設業」の種類は

下記の略号で記入すること。
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(5) 営業所技術者等一覧表

★技術者コード★

一般建設業の場合

「１」・・・・・法第７条第２号イ該当

「４」・・・・・法第７条第２号ロ該当

「７」・・・・・法第７条第２号ハ該当

特定建設業の場合

「２」・・・・・法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当

「３」・・・・・法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）

「５」・・・・・法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当

「６」・・・・・法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

「８」・・・・・法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当

「９」・・・・・法第１５条第２号イ該当

鳴門支店
鈴木
スズキ

　守
マモル 土、と、解－９ １３

徳島
トクシマ

　一郎
イチロウ 建－７ ２１

本店本店
佐藤
サトウ

　建
ケン 土、と、解－９ １３

令和　　　年　　　月　　　日

フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

営 業 所 の 名 称 営 業 所 技 術 者 等 の 氏 名 建 設 工 事 の 種 類 有 資 格 区 分

別紙四

営業所技術者等一覧表

氏名には必ずフリガナを付けること。

「建設工事の種類」の欄は、前ページの建設業の略号と、

下記の技術者コードを「－（ハイフン）」でつないで記入すること。

※【資料２】（P.５４～）、【資料３】（P.５７～）も参照

「建設工事の種類」と、それに応じた資格コードが

対応するように記入すること。

※有資格区分のコードは【資料２】（P.５４～）を参照
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(6) 工事経歴書

 様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）  （用紙Ａ４）

元請 JV 工事現場のある
又は の 都道府県及び うち、  完成又は

下請 別 市区町村名    ・PC  完成予定年月

の別  主任技術者 監理技術者    ・法面処理

   ・鋼橋上部

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

千円 千円
令和　　年　　月 令和　　年　　月

工　事　経　歴　書

（建設工事の種類）　　　　　　　　　　　　工事 （　税込　・　税抜　）

配  置  技  術  者 請 負 代 金 の 額      　　  工　　期
 主任技術者又は監理技術者

 の別（該当箇所にﾚ印を記

載）

うち　元請工事

うち　元請工事

注　文　者 工　事　名
氏　　名 着 工 年 月

 小　　計
件 千円 千円 千円 千円

 合　　計
件 千円 千円 千円 千円

業種ごとに、消費税課税事業者は税抜で、
免税業者は税込で作成すること。

注文者が個人の場合、特定されないようにイニシャル等を用い記入すること。
※「工事名」の欄も同様

【経営事項審査を申請する者の場合】
　①元請工事の完成工事について、元請完成工事高の総額の７割を超えるところまで、金額の大きい順に記入する。
　②①に続けて、①で記入した工事以外の工事（元請・下請）について、全ての完成工事高の７割を超えるところまで、金額の大きい順に記入する。
　③主な未成工事について、金額の大きい順に記入する。
　　 ※①、②にかかわらず、５００万円（建築は１５００万円）未満の軽微な工事は１０件を超えて記入する必要はありません。

　　 【例】①を記入している途中で５００万円（建築は１５００万円）未満の工事が１０件に達した場合は③に進む。

【経営事項審査を申請しない者の場合】
　①完成工事（元請・下請）について、金額の大きい順に全ての完成工事高の７割を超えるところまで記入する。
　②主な未成工事について、金額の大きい順に記入する。

申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事及び未成工事について記入すること。
ただし、前事業年度の決算が確定していない場合は、前々年度分について記入する。
【例】令和７年１２月決算で、令和８年１月に申請するというような場合、令和７年１２月の決算が未確定であれば令和６年の工事について記入する。

小計にはページごとの完成工事件数及び請負代金の合計額を記入する。
合計は当該業種の最終ページにのみ記入する。
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(7) 直前３年の各事業年度における工事施工金額

記載要領

６　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場

   合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

７　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

    とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

    　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

５　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を

    除く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

  ２　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

  ３　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

    の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

  ４　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

  １　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

（土）工事 （建）工事 （と）工事 （解）工事

公　共 250,000 0 45,000 0 295,000

民　間 35,000 0 15,000 7,500 57,500

0 0 0 1,500 1,500

285,000 0 60,000 9,000 354,000

公　共 225,000 0 50,000 0 275,000

民　間 30,000 30,000 18,000 7,000 85,000

35,000 43,000 0 2,000 80,000

290,000 73,000 68,000 9,000 440,000

公　共 200,500 0 45,000 0 245,500

民　間 30,000 25,000 13,000 0 68,000

27,500 22,000 0 0 49,500

258,000 47,000 58,000 0 363,000

公　共

民　間

公　共

民　間

公　共

民　間

様式第三号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）
（用紙Ａ４）

直前３年の各事業年度における工事施工金額

（税込・税抜／単位：千円）
事　業　年　度

注 文 者
の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額 その他の
建設工事の
施工金額

合　計

第９期
令和３年９月１日から
令和４年８月31日まで

元

請

下　　請

計

第10期
令和４年９月１日から
令和５年８月31日まで

元

請

下　　請

計

第11期
令和５年９月１日から
令和６年８月31日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

計

第　　期
令和　年　月　日から
令和　年　月　日まで

元

請

下　　請

計

消費税課税事業者は税抜で、免税業者は税込で作成すること。

実績がない場合は「０」を記入する。

損益計算書の完成工事高と一致

許可を得ようとする業種及び既に許可を受けている業種について、直近３年分を記入すること。

なお、新規で第１決算期が未到来の場合は、「決算未到来」と記入すること。
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(8) 使用人数

（用紙Ａ４）

建設業法第７条第２号
イ、ロ若しくはハ又は
同法第15条第２号イ若
しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人

本店 ３人 ２人 ２人 ７人

鳴門支店 １人 ２人 １人 ４人

合        計 ４人 ４人 ３人 １１人

記載要領
  １　この表には、法第５条の規定（法第17条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合
　　は、当該申請をする日、法第11条第３項（法第17条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届
　　出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、法第17条の２の規定
　　に基づく認可の申請の場合は、譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割をした後に、法第17条の３の規定
　　に基づく認可の申請の場合は、相続の認可を受けた後に建設業に従事する予定である使用人数を、営業
    所ごとに記載すること。
  ２　「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の
　　場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。）をいう。
  ３　「その他の技術関係使用人」の欄は、法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しく
　　はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

様式第四号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

令和　　　年　　　月　　　日

使　　用　　人　　数

営 業 所 の 名 称

技　術　関　係　使　用　人

事務関係使用人 合　　　計

各営業所に所属する技術職員のうち、

営業所技術者等の要件を満たす者の数を記入する。

新規申請等に添付する場合は申請時点の状況について、

決算変更届に添付する場合は決算期末日の状況について記入する。

※建設業以外の兼業がある場合、建設業以外の業務に従事する者は除くこと。

建設業に従事する者とそれ以外の業務に従事する者とに分けることができない場合は、

直前決算期における完成工事高と兼業売上高の比率で按分する。

※同一の者が「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」を兼ねている場合は、

主として従事する方に記入すること。

※使用人数に監査役は含めない。また、アルバイトのような臨時的職員も含めない。
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(9) 誓約書

様式第六号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

殿

記載要領

　「 　「

、 、 　については不要なものを消すこと

　　　   　　   」 」

代表取締役　徳島　五郎　　　　

 地方整備局長

 北海道開発局長

徳島県知事

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

            　　、                の役員等及び建設業法施行令第３条に規定する使

用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第８条各号（同法第17条に
おいて準用される場合を含む。）に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約し
ます。

令和　　年　　　月　　　日

徳島市万代町１－１　　　　　　

株式会社とくしま建設工業　　　

申 請 者
譲 受 人

合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人

合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

地方整備局長

北海道開発局長

知事

許可を受けた後、欠格要件に該当することが発覚した場合、

許可の取消しとなるため、P.８の欠格要件を確認すること。



- 30 -

(10) 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)　
（１）　下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ　　(2)　　に掲げる経験を有することを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)

取締役

平成２３年４月から令和元年５月まで　　満８年２月

役員

徳島県知事許可（特-×）第×××号
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業　　昭和××年×月×日許可
解体工事業　　平成××年×月×日許可

(1)
（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号イ (2) に該当する者であることに相違ありません。

(3) の 支 配 人

令和　　　年　　　月　　　日

　徳島市・・・
　四国の道建設株式会社

証明者 　代表取締役　阿波　太郎

の常勤の役
 本　　　　人

常 勤 役 員 等（ 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等 ）証 明 書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和　　　年　　　月　　　日

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

証明者における経営業務の管理責任者としての経験期間を記入する。

不要なものを消す。以下、同じ。

原則として証明者は、証明しようとする期間、被証明者が在職していた法人の、現在の代表者又は

個人事業主とする。

また、証明者が建設業許可を有する場合は、許可番号・許可年月日・許可業種を記入すること。

※これらの者から証明が得られない正当な理由（法人の解散、個人事業主の死亡等）がある場合は、

備考欄にその理由を記載し、証明書に記載された事実を証明し得る他の者を証明者とすること。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

日年 月生 年 月 日氏 名 ２ １

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

月× ×日

住 所 徳島市・・・

S × ×年× ×生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ 徳 島 五 郎

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ト ク
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

× ×月× ×日×号 令和 0 3 年第 0 0 × × ×
 国土交通大臣

許可（
 般

－ ）
徳島県知事 特

許 可 番 号 １ ８ 3 6

3 5 10 11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変           更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣
コード

知事

徳島県知事  届出者 　代表取締役　徳島　五郎

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

 地方整備局長 　徳島市万代町１－１
 北海道開発局長 申請者 　株式会社とくしま建設工業

0 3

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

項番「１７」

「１．新規」は初めて常勤役員等としての証明を行う場合

「２．変更」は現在証明されている常勤役員等に変更があった場合

「３．常勤役員等の更新等」は現在証明されている者のままとする場合

フリガナは姓の最初から２文字を記入する。

濁点や半濁点も含んで１文字と扱う。
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(11) 常勤役員等の略歴書

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

令和　　　　年　　　　月　　　　日 氏　名　 　徳島　五郎

　なし

　

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　株式会社とくしま建設工業　代表取締役就任

　現在に至る

常勤役員等の略歴書

現 住 所 　徳島市・・・

氏 名 　徳島　五郎 生 年 月 日 　昭和××年××月××日生　

　四国の道建設株式会社　退社

至　　　　　年　　　月　　　日

職 自　　　　　年　　　月　　　日

至　令和　元年　　５月　３１日

　株式会社とくしま建設工業　入社，取締役就任

罰

　上記のとおり相違ありません。

賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　令和　元年　　６月　　１日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　令和　２年　　１月　　１日

自　平成２３年　　４月　　１日

別紙 （用紙Ａ４）

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

職 名 　代表取締役

　四国の道建設株式会社　入社

　四国の道建設株式会社　取締役就任（土木建築部門の経営管理を担当）

自　平成１７年　　４月　　１日

至　　　　　年　　　月　　　日

建設業法施行規則第７条第１号イ又はロに該当する者であることが

確認できるよう、現在に至るまでの職歴を記入する。

特に、建設業に関することは全て記入すること。

建設業の行政処分や行政罰はもちろん、その他の賞罰についても記入すること。

該当がなければ「なし」と記入する。
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(12) 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

（第１面）

（１）　下記の者は、次のとおり第７条第１号ロ に掲げる経験を有することを証明します。

取締役

平成２４年４月から平成２８年３月まで　満４年０月

役員

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
（第一面）

(1)
(2)

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和　　　年　　　月　　　日

　小松島市・・・
　有限会社すだち製菓

証明者 　代表取締役　　すだち　二郎

の常勤の役員
(1)
(2)

 本　　　　人
 の 支 配 人

令和　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長 　小松島市・・・
 北海道開発局長 申請者 　株式会社すだち組

徳島県知事 届出者 　代表取締役　すだち　花子

不要なものを消す。以下、同じ。

※この記載例では、

建設業以外の事業に係る役員経験が４年となっており、

このほか、建設業に係る役員経験（２年以上）の証明書が必要

この証明書は、被証明者１人について証明者別に作成すること。

原則として証明者は、証明しようとする期間、被証明者が在職していた法人の、現在の代表者又は

個人事業主とする。

また、証明者が建設業許可を有する場合は、許可番号・許可年月日・許可業種を記入すること。

※これらの者から証明が得られない正当な理由（法人の解散、個人事業主の死亡等）がある場合は、

備考欄にその理由を記載し、証明書に記載された事実を証明し得る他の者を証明者とすること。

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

日年 月生 年 月 日氏 名 ２ １

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

月× ×日

住 所 徳島市・・・

Ｓ × ×年× ×子 生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ す だ ち 花

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ス ダ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

× ×月× ×日×号 令和 0 3 年第 0 0 0 0 ×
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）
徳島県知事  特

許 可 番 号 １ ８ 3 6

3 5 10 11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣
コード

知事

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

0 3

項番「１７」

「１．新規」は初めて常勤役員等としての証明を行う場合

「２．変更」は現在証明されている常勤役員等に変更があった場合

「３．常勤役員等の更新等」は現在証明されている者のままとする場合

フリガナは姓の最初から２文字を記入する。

濁点や半濁点も含んで１文字と扱う。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。
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（第２面）

メモ

（第３面）の５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、（第１面）の常勤役員

等を直接に補佐する者及び（第４面）の５年以上の業務運営の業務経験を有し、（第１

面）の常勤役員等を直接に補佐する者についても同様に作成すること。

?
（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

総務課長

平成８年４月から平成１１年３月まで，平成１５年４月から平成１７年３月まで　満５年０月

従業員

総務課財務担当に配属され、財務管理に携わる。

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

日年 月生 年 月 日氏 名 ２ ６

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

月× ×日

住 所 阿南市・・・

Ｓ × ×年× ×生 年 月 日

18

氏 名 ２ ５ 阿 波 藍

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ ア ワ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

× ×月× ×日×号 令和 0 3 年第 0 0 0 0 ×
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）
徳島県知事  特

許 可 番 号 ２ ３ 3 6

3 5 10 11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣
コード

知事

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

徳島県知事  届出者 　代表取締役　すだち　花子

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

（用紙Ａ４）

（第二面）

令和　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長 　小松島市・・・
 北海道開発局長 申請者 　株式会社すだち組

0 3

不要なものを消す。以下、同じ。

項番「２２」（（第３面）の項番「２７」及び（第４面）の項番「３１」も同様）

「１．新規」は初めて常勤役員等を補佐する者としての証明を行う場合

「２．変更」は現在証明されている常勤役員等を補佐する者に変更があった場合

「３．常勤役員等を補佐する者の更新等」は現在証明されている者のままとする場合

フリガナは姓の最初から２文字を記入する。

濁点や半濁点も含んで１文字と扱う。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

５年以上の建設業の財務管理の業務経験は、

申請（届出）を行う当該建設業者における経験であること。

※（第３面）の労務管理の業務経験、（第４面）の業務運営の業務経験も同様
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(13) 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

メモ

建設業施行規則第７条第１号ロに該当する常勤役員等の略歴書についても、記載例

の（１１）（P.３１）の例により作成してください。

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙二 （用紙Ａ４）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

現 住 所 　阿南市・・・

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　平成　８年　　４月　　１日
　株式会社すだち組　入社　

至　　　　　年　　　月　　　日

氏 名 　阿波　藍 生 年 月 日 　昭和××年××月××日生　

職 名 　総務課長

自　平成　８年　　４月　　１日
　総務課（財務担当）

至　平成１１年　　３月　３１日

職 自　平成１１年　　４月　　１日
　経営企画課（企画担当）

至　平成１５年　　３月　３１日

自　平成１５年　　４月　　１日
　総務課（財務担当）

至　平成１７年　　３月　３１日

自　平成１７年　　４月　　１日
　総務課（人事担当）

至　平成１９年　　３月　３１日

自　平成１９年　　４月　　１日
　経営企画課（企画担当）

至　平成２３年　　３月　３１日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　令和　２年　　４月　　１日
　総務課長

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

自　　　　　年　　　月　　　日
　現在に至る

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

賞
　なし

　
令和　　　　年　　　　月　　　　日 氏　名　

罰

　上記のとおり相違ありません。

　阿波　藍

・

・

・

・

・

建設業の行政処分や行政罰はもちろん、その他の賞罰についても記入すること。

該当がなければ「なし」と記入する。

当該建設業者における財務管理等の業務経験が確認できるよう、

現在に至るまでの職歴を記入する。
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(14) 健康保険等の加入状況

メモ

令和２年１０月１日から適切な社会保険に加入していることが許可要件となり、加

入していない場合は許可を受けることができません。（許可の更新も同様）

殿

許可年月日

（営業所毎の保険の加入状況）

様式第七号の三（第三条、第七条の二関係） （用紙Ａ４）

健 康 保 険 等 の 加　入　状 況

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、提出します。

令和　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長 　徳島市万代町１－１
 北海道開発局長 申請者 　株式会社とくしま建設工業

徳島県知事  届出者 　代表取締役　徳島　五郎

許 可 番 号
 国土交通大臣

許可（
般

－ 0 3 ）第 0 0 ××××号 令和 0 3 年×× 月 ×× 日
徳島県知事  特

営業所の名称 従業員数
保険の加入状況

事業所整理記号等
健康保険 厚生年金保険 雇用保険

本店 　　２０人
（　　　　２人）

１ １ １

健康保険 ○○健康保険組合

厚生年金保険 ○○○　○○○

雇用保険 ○○○○○○○

鳴門支店 　　　８人
（　　　　０人）

３ ３ ３

健康保険 本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

合計 　　２８人
（　　　　２人）

不要なものを消す。以下、同じ。

該当するものを○で囲む。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

「保険の加入状況」は次のとおり記入すること。
「健康保険」の欄

・日本年金機構又は健康保険組合に対し、適用事業所の届出を行っている場合は「１」

・従業員が４人以下の個人事業主で、健康保険法の適用が除外される場合は「２」

・一括適用の承認に係る営業所については「３」

「厚生年金保険」の欄

・日本年金機構に対し、適用事業所の届出を行っている場合は「１」

・従業員が４人以下の個人事業主で、厚生年金保険法の適用が除外される場合は「２」

・一括適用の承認に係る営業所については「３」

「雇用保険」の欄

・公共職業安定所の長に対し、適用事業所の届出を行っている場合は「１」

・従業員が１人も雇用されていない場合等、雇用保険法の適用が除外される場合は「２」

・継続事業の一括の認可に係る営業所については「３」

法人にあってはその役員、個人にあってはその事業主を含め、全ての従業員（建設業以外に従事する者を含む。）の数を記入すること。

（ ）内には、役員又は個人事業主（同居の親族を含む。）の数を記入すること。
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(15) 営業所技術者等証明書（新規・変更）

【新規、許可換え新規】

【般・特新規】

（２）　下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の ５．営業所技術者等が置かれ

　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　交替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

０ ０ ３

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号
 建設業法第15条第２号

令和　　　年　　　月　　　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

 地方整備局長 　阿南市・・・
 北海道開発局長 申請者 　株式会社あなん工業

徳島県知事  届出者 　代表取締役　阿南　建一　　
項 番 3

区 分 ６ １ 1

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 年 月 日
知事 特

号 令和

記

項 番 フリガナ アナン　ケンイチ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ア ナ 阿 南 建 一 生年月日 S × ×年× ×月× ×日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 絶タ 鋼 ｚ 舗しゆ板 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 清 解
3 5 10 15 20 25 30

通

今後担当する建
６ ４ 7 7 7

設 工 事 の 種 類

現在担当してい
る建設工事の種

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

営業所技術者等
の 住 所

阿南市・・・
営業所の名称

　本店
（ 新 所 属 ）

に規定する営業所技術者等を営業所に置いていることに相違ありません。

該当するものを○で囲む。

不要なものを消す。

※一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合は消さない。

新規又は許可換え新規の場合、項番「６２」は記入しない。

赤の点線枠内は記入しない。

項番「６４」、項番「６５」は【資料２】（P.５４～）、

【資料３】（P.５７～）を参照し、該当する資格コードを記入すること。

（２）　下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の ５．営業所技術者等が置かれ

等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　交替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

０ ０ ３

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

令和　　　年　　　月　　　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

 地方整備局長 　吉野川市・・・
 北海道開発局長 申請者 　よしのがわ土木有限会社

徳島県知事  届出者 　代表取締役　四国　三郎　　
項 番 3

区 分 ６ １ 1

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 3 6
 国土交通大臣

許可（
 般

－ ）第 3 年×0 0 0 × × × ×月× ×日
徳島県知事 特

号 令和 0

記

項 番 フリガナ ショウノ　トクジ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ シ ョ 庄 野 徳 治 生年月日 S × ×年× ×月× ×日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 絶タ 鋼 ｚ 舗しゆ板 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 清 解
3 5 10 15 20 25 30

通

今後担当する建
６ ４ 9 7 9 7 9

設 工 事 の 種 類

現在担当してい
る建設工事の種

7 7 7 7 7

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3 3 8 7 4

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
　本店

令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

営業所技術者等
の 住 所

阿波市・・・
営業所の名称

　本店
（ 新 所 属 ）

に規定する営業所技術者等を営業所に置いていることに相違ありません。

0 3

該当するものを○で囲む。

不要なものを消す。

※一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合は消さない。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

赤の点線枠内は記入しない。

項番「６４」、項番「６５」は【資料２】、【資料３】を参照し、

該当する資格コードを記入すること。

当該技術者が、今回の申請前から営業所技術者等である場合は、

「営業所の名称（旧所属）」を記入する。

不要なものを消す。
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【業種追加】

（２）　下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の ５．営業所技術者等が置かれ

　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　交替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

０ ０ ３

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号
建設業法第15条第２号

令和　　　年　　　月　　　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０

 地方整備局長 　徳島市万代町１－１
 北海道開発局長 申請者 　株式会社とくしま建設工業

徳島県知事  届出者 　代表取締役　徳島　五郎　
項 番 3

区 分 ６ １ 1

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 3 6
 国土交通大臣

（
 般

－ ）第 3 年×0 0 × × × × ×月× ×日
徳島県知事 特

号 令和 0

記

項 番 フリガナ サトウ　ケン 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ サ ト 佐 藤 建 生年月日 S × ×年× ×月× ×日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 絶タ 鋼 ｚ 舗しゆ板 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 清 解
3 5 10 15 20 25 30

通

今後担当する建
６ ４ 9 9 9

設 工 事 の 種 類

現在担当してい
る建設工事の種

9 9

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
　本店

令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

営業所技術者等
の 住 所

徳島市・・・
営業所の名称

　本店
（ 新 所 属 ）

項 番 フリガナ トクシマ　イチロウ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ト ク 徳 島 一 郎 生年月日 S × ×年× ×月× ×日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
3 5 10 15 20 25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 7

現在担当してい
る建設工事の種

7

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 1

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
　本店

令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

営業所技術者等
の 住 所

徳島市・・・
営業所の名称

　本店
（新所属）

に規定する営業所技術者等を営業所に置いていることに相違ありません。

0 3

該当するものを○で囲む。

不要なものを消す。

※一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合は消さない。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

赤の点線枠内は記入しない。

項番「６４」、項番「６５」は【資料２】、【資料３】を参照し、

該当する資格コードを記入すること。

当該技術者が、今回の申請前から営業所技術者等である場合は、

「営業所の名称（旧所属）」を記入する。

業種追加の場合、項番「６１」は「１」（新規許可等）を記入すること。

※「２」（営業所技術者等の担当業種の変更）や「３」（営業所技術者等の追加）でないことに注意する。

不要なものを消す。

（フリガナ）

項 番 フリガナ スズキ　マモル 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ス ズ 鈴 木 守 生年月日 S × ×年× ×月× ×日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
3 5 10 15 20 25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9 9 9

現在担当してい
る建設工事の種

9 9

17

１ ２ ３ ４ ５ ６

3

７ ８
3 5 7 9 11 13 15

有 資 格 区 分 ６ ５ 1

　鳴門支店
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

営業所技術者等
の 住 所

鳴門市・・・
営業所の名称

　鳴門支店
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
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(16) 実務経験証明書

メモ

実務経験とは、建設工事の施工を指揮監督した経験及び実際に工事の施工に携わっ

た経験はもちろん、これらの技術を修得するためにした見習中の技術的経験も含まれ

ます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務系の業務に関するものは経験に含みません。

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

様式第九号（第三条関係）
（用紙Ａ４）

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、建築一式工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和 　　　年　　　月　　　日

　徳島市・・・

　四国の道建設株式会社

証 明 者 　代表取締役　阿波　太郎

被証明者との関
係 　元社員

記

技 術 者 の 氏 名 　田中　史郎 生年月日 昭和××年××月××日
使用された
期 間

平成　元年　　４月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

　四国の道建設株式会社 平成１６年　　３月まで

職 名 実 務 経 験 の 内 容 実　 務　 経　 験　 年　 数

現場主任 山田邸新築工事 平成　９年　５月から平成　９年１１月まで

〃 中川邸新築工事 平成　９年１０月から平成１０年　３月まで

〃 県営住宅○○団地耐震補修工事 平成１０年　４月から平成１０年１０月まで

〃 板東整骨院新築工事ほか５件 平成１１年　４月から平成１２年　３月まで

〃 佐藤商店新築工事ほか３件 平成１２年　４月から平成１３年　３月まで

工事係長 万代小学校改築工事 平成１３年　６月から平成１４年１２月まで

〃 清水法律事務所ビル建設工事 平成１５年　２月から平成１６年　３月まで

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計　　　満　　　６年　　　３月

建設工事の種類ごとに作成する。

実際に雇用していた期間を記入する。

証明者から見た、

被証明者との関係を記入する。

通年にわたり切れ目なく工事が続く場合は、

その年の代表的な工事の件名を記入し、

その他は「ほか○件」としてまとめる。

実務経験の内容は、具体的な工事名を記入すること。

専門工事の場合は、「○○邸新築工事のうち給排水設備工事」や「○○造成工事のうち法面工事」といった記載とすること。

経験年数は重複計上できない。

※この記載例では、山田邸と中川邸で２か月の重複があるため、

経験年数では２件で１１か月分となる。

証明者は原則として使用者とする。

ただし、使用者の証明が得られない正当な理由がある場合は、

その理由を記載し、証明書に記載された事実を証明し得る他の者の証明を得ること。

【例】平成○年○月 会社解散のため、 令和○年○月 事業主死亡のため

更新の場合は省略可

その場合、実務経験の内容を確認する資料も省略可
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★実務経験要件の緩和★

実務経験で２業種以上の申請をする場合は、１業種ごとに１０年以上の経験が必要です。

一つの業種で証明した期間は、他の業種の証明期間としてカウントできません。

ただし、次に掲げる業種については、許可を受けようとする業種について８年を超える

実務経験と、その他の業種の実務経験とを合わせて１２年以上の経験があれば、営業所技

術者の資格を得ることができます。（有資格コード「９９」）

【一式工事から専門工事への振替え】（専門工事で約２年の期間短縮が可能）

土木一式 とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体

建築一式 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁、解体

※矢印の方向にのみ振替えができます。（短縮できるのは専門工事のみ）

例
８年超 ４年 ６年

しゅんせつ

土木一式

本来、しゅんせつの実務経験が１０年必要ですが、しゅんせつの実務経験が８年を

超え、土木一式の実務経験と合計して１２年以上の経験があれば、しゅんせつの営業

所技術者になることができます。

【専門工事間での振替え】（最大で約４年の期間短縮が可能）

とび・土工・コンクリート 解 体

大 工 内装仕上

例
８年超 ８年超

大工

内装仕上

通常、２業種で営業所技術者になるためには、それぞれ１０年間（計２０年間）の

実務経験を要しますが、大工、内装仕上ともに実務経験が８年を超え、それぞれの実

務経験と合計して１２年以上の経験があれば、大工、内装仕上の２業種の営業所技術

者になることができます。

（大工で約２年、内装仕上で約２年、合わせて約４年の短縮）
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(17) 指導監督的実務経験証明書

メモ

① この証明書が必要とされる技術者は、特定建設業の許可を受けようとする者の技術

者で、法第１５条第２号ロに該当する者です（指定建設業７業種は除く。）。

② 指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場

主任者又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験

をいいます。

なお、この経験は発注者から直接請け負った建設工事に関する経験であり、下請

負人としての経験は含みません。

様式第十号（第十三条関係）
（用紙Ａ４）

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、電気通信工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

　三好市・・・

　みよし電気株式会社

証 明 者 　代表取締役　三好　吉男

　社員

記

技 術 者 の 氏 名 　吉野川　澄子 生 年 月 日 昭和××年××月××日 使用 さ れ た 平成１４年　４月から

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計　　　満　　　３年　　１０月

被証明者との関係

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

　みよし電気株式会社 期 間 令和　３年　３月まで

発 注 者 名 請負代金の額 職　　　　名 実　務　経　験　の　内　容 実　 務 　経　 験　 年　 数

徳島県 52,000千円 監督 県立学校ＬＡＮシステム工事 平成１８年　５月から平成１８年１２月まで

徳島県 79,500千円 工事課長 県西地域光ケーブル設置工事 平成１９年　４月から平成２０年　８月まで

徳島県 89,450千円 〃 県南地域光ケーブル設置工事 平成２１年　６月から平成２３年　２月まで

建設工事の種類ごとに作成する。

証明者から見た、
被証明者との関係を記入する。

更新の場合は前回提出分の写しで可
その場合、実務経験の内容を確認する資料は省略可

１件の請負代金が４，５００万円以上の元請工事について記入する。
※欄外の記載要領１を参照

各工事の期間の合計を記入し、２年以上になること。

証明者は原則として使用者とする。
ただし、使用者の証明が得られない正当な理由がある場合は、
その理由を記載し、証明書に記載された事実を証明し得る他の者の証明を得ること。
【例】平成○年○月　会社解散のため、　令和○年○月　事業主死亡のため

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

　　以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）

　　１件ごとに記載すること。
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(18) 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

メモ

この表は、支配人及び従たる営業所の代表者（建設工事の請負契約の締結及びその

履行に関して一定の権限を有する者）について作成します。

(19) 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

メモ

この調書は、法人の場合、「役員等の一覧表」（様式第１号別紙１）に記載した役員

等全員について、個人の場合は事業主について作成します。

令和　　　年　　　月　　　日

（用紙Ａ４）

建　設　業　法　施　行　令　第　３　条　に　規　定　す　る　使　用　人　の　一　覧　表

様式第十一号（第四条関係）

氏
フリ

名
ガナ

営業所の名称 職　　　　　名

鳴門支店 支店長 眉山
ビザン

望
ノゾム

氏名には必ずフリガナを付けること。

記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

法定代理人の役員等 」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の
　　５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙又は様式第７号の２別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

１ 「 法 人 の 役 員 等

本 人
　については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

　上記のとおり相違ありません。

　
令和　　　　年　　　　月　　　　日 氏　名　 　徳島　五郎

罰

役 名 等 　代表取締役

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　なし
賞

住 所 　徳島市・・・

氏 名 　徳島　五郎 生 年 月 日 昭和××年××月××日生　

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

許可申請者

法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書
  本　　　　　　　人

  法　定　代　理　人

 法定代理人の役員等

建設業の行政処分や行政罰はもちろん、その他の賞罰についても記入すること。

該当がなければ「なし」と記入する。

不要なものを消す。

顧問、相談役、株主等については、「賞罰」の欄及び確認欄への記入は不要
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(20) 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

メモ

この調書は、「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」（様式第１１号）

に記載した全員について作成します。

ただし、役員が令３条の使用人を兼ねている場合、「許可申請者等の住所、生年月日

等に関する調書」（様式第１２号）をもってこれに替えることができます。

(21) 株主（出資者）調書

 

記載要領

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

職 名

　鳴門市・・・

　支店長

生 年 月 日 　　　　　昭和××年××月××日生　　眉山　望

様式第十三号（第四条関係）

住 所

氏 名

　なし

　上記のとおり相違ありません。

（用紙Ａ４）

令和　　　　年　　　　月　　　　日 氏　名　

営 業 所 名 　鳴門支店

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　

罰

　眉山　望

建設業の行政処分や行政罰はもちろん、その他の賞罰についても記入すること。

該当がなければ「なし」と記入する。

記載要領

　徳島市・・・ 300株

徳島　五郎 　徳島市・・・ 2,000株

徳島　一郎 　徳島市・・・

様式第十四号（第四条関係）
（用紙Ａ４）

1,000株

徳島　三郎

株　　　主　　　（出　　　資　　　者）　　　調　　　書

株主（出資者）名 住　　　　　　　所 所有株数又は出資の価額

　阿波市・・・ 800株

株式会社トクシマ

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

株数を記入する場合は「○○株」とし、出資の価額を記入する場合は「○○円」とすること。

※単位を必ず記入すること。

株主（出資者）が法人の場合はその商号又は名称を、

個人の場合はその者の氏名を記入する。
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メモ

① この調書（様式第１４号）は、許可申請者が法人である場合に作成します。

② 該当する株主（出資者）が個人の場合は「役員等の一覧表」（様式第１号別紙１）

への記入が必要となり、併せて「許可申請者等の住所、生年月日等に関する調書」（様

式第１２号）も忘れず作成してください。

(22) 営業の沿革

記載要領

様式第二十号（第四条関係） （用紙Ａ４）

営　　業　　の　　沿　　革

創
業
以
後
の
沿
革

昭和××年　　××月　　××日　 　創業

平成　×年　　××月　　××日　 　株式会社とくしま建設工業に組織変更

平成××年　　××月　　××日　 　資本金を３，０００万円に増額

令和××年　　××月　　××日　 　鳴門支店を開設

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

建
設
業
の
登
録
及
び
許
可
の
状
況

平成　×年　　××月　　××日　 　徳島県知事許可（般－××）００××××号　　（土木、とび・土工について許可取得）

平成××年　　××月　　××日　 　徳島県知事許可（般－××）００××××号　　（建築を追加取得）

令和××年　　××月　　××日　 　徳島県知事許可（特－××）００××××号　　（土木、とび・土工）

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

賞
罰

平成　×年　　××月　　××日　 　廃棄物処理法違反により平成×年××月××日から３０日間の営業停止処分

令和　×年　　××月　　××日　 　徳島県優良工事表彰

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

１
　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を
記載
すること。

２ 　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。

３ 　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

創業は、事業（建設業以外の事業も含む。）を開始した日付を記入する。

更新については記入しない。

建設業の行政処分や行政罰はもちろん、その他の賞罰についても記入すること。

該当がなければ「なし」と記入する。
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(23) 所属建設業者団体

(24) 主要取引金融機関名

記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

一般社団法人徳島県建設業協会 平成××年××月××日

所　　属　　年　　月　　日

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

団　　体　　の　　名　　称

未加入の場合は「なし」と記入する。

記載要領

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

政 府 関 係 金 融 機 関
普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫
そ の 他 の 金 融 機 関

眉山信用金庫本店

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

吉野川銀行徳島支店
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５ 必要書類の詳細

(1) 定款の写し（法人のみ）

会社保有の現行定款と同一内容の写しを提出してください。

(2) 財務諸表

法人は様式第１５号から第１７号の３までを、個人は様式第１８号及び第１９号を

使用し、記載要領を参考に作成してください。

メモ

① 法人の新規開業で最初の事業年度が終了していない場合は、開始貸借対照表を提

出してください。

② 様式第１７号の３は、資本金１億円超又は負債の部計上額が２００億円以上の株

式会社について提出が必要です。

(3) 登記されていないことの証明書又は医師の診断書

（いずれも発行後３か月以内のものに限る。）

法人の役員（顧問、相談役、株主等は除く。）、本人及び建設業法施行令第３条に規

定する使用人について、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨を証明する登記事

項証明書（登記されていないことの証明書）が必要です。

登記されていないことの証明書が提出できない場合は、契約の締結及びその履行に

当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記

載した医師の診断書を提出してください。

メモ

① 徳島地方法務局（戸籍課）０８８－６２２－４１７１

② 診断書様式はホームページに掲載していますので御利用ください。

(4) 身分証明書（発行後３か月以内のものに限る。）

法人の役員（顧問、相談役、株主等は除く。）、本人及び建設業法施行令第３条に規

定する使用人について、成年被後見人又は被保佐人に該当せず、破産手続開始の決定

を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書が必要です。

メモ

本籍地の市区町村の戸籍事務担当課で発行されます。



- 46 -

身分証明書の見本

身 分 証 明 書

本 籍

本人氏名

生年月日

１．禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 ３つの事項を

１．後見の登記の通知を受けていない。 全て証明すること。

１．破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。

上記のとおり証明する。

年 月 日

市区町村長 ○○ ○○

(5) 登記事項証明書（発行後３か月以内のものに限る。）

法人の場合に提出します。また、個人事業主で登記上の支配人がいる場合にはその

謄本を提出してください。

(6) 納税証明書（発行後３か月以内のものに限る。）

法人は「法人事業税」及び「特別法人事業税」について、個人は「個人事業税」に

ついて、直前１年の事業年度分に係る納税証明書を提出してください。

メモ

① 県税局の各支所で発行されます。

② 納税証明書は、納付すべき額及び納付済額が証明されているものに限ります。

③ 法人の新規開業で最初の事業年度が終了しておらず、納税証明書が提出できない

場合は、県税局の各支所に提出した「法人設立解散合併等変更届」の写しを提出して

ください。個人の場合は税務署に提出した「事業開始届」の写しを提出してください。
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(7) 常勤役員等証明書（県様式１）

申請日前３か月内に撮影した写真を貼付してください。

また、本人確認を行いますので、申請時又は処理期間内に、顔写真のある公的機関

が発行した身分証明書（運転免許証、パスポート等）をお持ちの上、窓口へお越しく

ださい。

メモ

この証明書は、常勤役員等（経営業務の管理責任者等）のほか、常勤役員等を直接

に補佐する者についても作成してください。

(8) 常勤役員等（経営業務管理責任者等）の常勤性の確認資料

法 人 個 人

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬 以下の書類のうち、いずれか１つの写し
決定通知書の写し

①所得税の確定申告書
※７０歳以上の方の場合は次の書類 ②住民税特別徴収税額通知書（特別徴収
・住民税特別徴収税額通知書（特別徴収 義務者用）
義務者用）の写し（なければ法人の税務
申告の写し及び決算報告書）

※ 建設業法施行規則第７条第１号に規定する常勤役員等と営業所技術者等とを同一人が

兼ねる場合、営業所技術者等の常勤性の確認資料は不要です。

メモ

個人情報保護の観点から、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書に

記載されている被保険者整理番号等については、復元できない程度にマスキングを施

した上で御提出ください。
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(9) 常勤役員等（経営業務管理責任者等）としての経験が確認できる資料

経験した地位 期間 確 認 書 類

規則第７条第１号イ(1)に該当する場合

経 法人の取締役、執行役、 ①登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記
営 持分会社の業務を執行 簿謄本等
業 する社員、法人格のあ ②建設業許可通知書の写し（許可のない期間中の経
務 る各種組合等の理事等 験については、工事請負契約書の写し又は請負契
の 約証明書（１件／年））
管
理 事業主 ５ ①確定申告書の写し
責 ※確定申告書の写しを紛失している場合は、その年
任 については所得課税証明書（市町村発行）で代用
者 年 可
と ②建設業許可通知書の写し（許可のない期間中の経
し 験については、工事請負契約書の写し又は請負契
て 以 約証明書（１件／年））
の
地 事業主の支配人 ①支配人登記簿謄本
位 上 ②確定申告書の写し

※確定申告書の写しを紛失している場合は、その年
については所得課税証明書（市町村発行）で代用
可

③建設業許可通知書の写し（許可のない期間中の経
験については、工事請負契約書の写し又は請負契
約証明書（１件／年））

令３条に規定する使用人 ①支店長名で締結した工事請負契約書の写し又は請
（支店長、営業所長等） 負契約証明書（１件／年）

②建設業許可通知書の写し
③許可申請書類（営業所一覧表（様式第１号別紙２(1)又は(2)）及び
建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表
（様式第１１号））

規則第７条第１号イ(2)又は(3)に該当する場合
経
営 執行役員 ①組織図
業 ５ ②業務分掌規程
務 ③定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取
管 年

締役会規則、取締役就業規則、取締役会議事録
理 以 ④人事発令書
責 ⑤その他必要な書類
任 上 ※個別に御相談ください。
者
に 本店部長、支店次長等 ①組織図
準 （原則として大企業） ６ ②業務分掌規程、稟議書の写し
ず ③人事発令書
る 年 ④その他必要な書類
地 ※個別に御相談ください。
位 以
で
の 事業主の配偶者・子等 上 ①戸籍謄本
経 ②被承継人の確定申告書の写しで承継人が専従者で
験 あることが分かるもの
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経験した地位 期間 確 認 書 類

規則第７条第１号ロに該当する場合

直 法人の取締役、執行役、 ①登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記
接 持分会社の業務を執行 簿謄本等
に する社員、法人格のあ ②建設業許可通知書の写し（許可のない期間中の経
補 る各種組合等の理事等 験については、工事請負契約書の写し又は請負契
佐 約証明書（１件／年））
す ※１
る 事業主 ①確定申告書の写し
者 ※確定申告書の写しを紛失している場合は、その年
を については所得課税証明書（市町村発行）で代用
置 可
く ②建設業許可通知書の写し（許可のない期間中の経
常 験については、工事請負契約書の写し又は請負契
勤 約証明書（１件／年））
役
員 建設業に関し、役員等 ①組織図
等 に次ぐ職制上の地位（財 ②業務分掌規程、稟議書の写し

務管理、労務管理又は ※２ ③人事発令書
業務運営の業務を担当 ④建設業に関する役員等の経験を証する書類（上記
した者に限る。） 参照）

⑤その他必要な書類
※個別に御相談ください。

※１ ５年以上（うち建設業に関する役員等の経験２年以上を含む。）

※２ 建設業に関する役員等の経験２年以上を合わせ、５年以上

メモ

経営業務管理責任者としての経験を証明する者は、被証明者が在職していた法人の

現在の代表者又は個人事業主（使用者）であること。

正当な理由により、上記の者の証明が得られず、当時の役員等からの証明も得られ

ない場合は、自己証明になります。この場合、「備考」の欄にその理由を記入し、当該

事実を証明し得る第三者の証明書を添付すること。

また、個人事業主として建設業を自営していた者が許可を得るに当たり経営業務の

管理責任者に就く場合も自己証明となります。
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(10) 常勤役員等を直接に補佐する者・営業所技術者等の常勤性の確認資料

法 人 個 人

①雇用保険被保険者通知書の写し（役員等 ①雇用保険被保険者通知書の写し（事業
及び親族を除く。） 主及び親族を除く。）

②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報 ②又は③の書類のうち、いずれか１つの写
酬決定通知書の写し し
７０歳以上の方の場合は、住民税特別
徴収税額通知書（特別徴収義務者用） ②所得税の確定申告書
の写し（ない場合は源泉徴収簿又は ③住民税特別徴収税額通知書（特別徴収
源泉徴収票の写し） 義務者用）

※ 常勤役員等を直接に補佐する者（以下「役員を補佐する者」という。）と営業所技術

者等とを同一人が兼ねる場合、営業所技術者等の常勤性の確認資料は不要です。

メモ

① 個人情報保護の観点から、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

に記載されている被保険者整理番号等については、復元できない程度にマスキング

を施した上で御提出ください。

② 役員を補佐する者が営業所技術者等の要件を備える場合、同一営業所内（原則と

して本社又は本店等）に限り、当該技術者を兼ねることができます。

(11) 役員を補佐する者としての位置付けが確認できる資料

会社の組織図を提出してください。なお、組織図は全社的なものを含み、役員を補

佐する者の位置付けを明確にする必要があります。

メモ

① 財務管理、労務管理又は業務運営の経験は、許可を申請しようとする建設業者にお

ける経験に限られますが、これらのうち、複数の業務経験を有する者がある場合は、

その者が一人で複数の業務経験に係る役員を補佐する者を兼ねることができます。

また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち、複数の業務を担当する地位での経

験については、それぞれの業務経験としてその期間を計上して構いません。

② 役員を補佐する者の証明書は、原則として使用者であること。

(12) 営業所技術者等証明書（県様式２）

申請日前３か月内に撮影した写真を貼付してください。

また、本人確認を行いますので、申請時又は処理期間内に、顔写真のある公的機関

が発行した身分証明書（運転免許証、パスポート等）をお持ちの上、窓口へお越しく

ださい。
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(13) 技術者要件を証明する資料

【一般建設業の場合】法７条第２号該当

法 定 書 類 営業所技術者の実務経験を確認する資料

①実務経験証明書（様式第９号） 実務経験の内容が確認できるもの
イ ②卒業証明書（原本）又は卒業証書の写し ・証明者が建設業許可を有する場合

→証明期間中に係る建設業許可通知書の
写し

・証明者が建設業許可を有していない場合
→証明期間中に施工した工事の請負契約
書の写し又は請負契約証明書（１件／
年）

実務経験証明書（様式第９号） 実務経験の内容が確認できるもの
ロ ・証明者が建設業許可を有する場合

→証明期間中に係る建設業許可通知書の
写し

・ 証明者が建設業許可を有していない場合
→証明期間中に施工した工事の請負契約
書の写し又は請負契約証明書（１件／
年）

①資格証明書等の写し 資格取得後に実務経験を要する資格の場合
ハ 実務経験の内容が確認できるもの
資格取得後に実務経験を要する資格の場合 ・証明者が建設業許可を有する場合
②実務経験証明書（様式第９号） →証明期間中に係る建設業許可通知書の

写し
・ 証明者が建設業許可を有していない場合
→証明期間中に施工した工事の請負契約
書の写し又は請負契約証明書（１件／
年）

【特定建設業の場合】法第１５条第２号該当

法 定 書 類 指導監督的実務経験を確認する資料

イ ①資格証明書等の写し

①上記【一般建設業の場合】の表に掲げた A)指導監督的実務経験の内容が確認でき
ロ 法定書類（該当するものいずれか） るもの
②指導監督的実務経験証明書（様式第 10号) →指導監督的実務経験証明書に記載した

全ての工事の契約書の写し
B)上記【一般建設業の場合】の表に掲げ

※ロは指定建設業（７業種）を除く。 た営業所技術者の実務経験を確認する資
料

※実務経験を要しない資格の場合は B)不要

ハ 大臣認定書の写し

メモ

監理技術者資格者証の写しの提出により、技術者要件を満たすことが確認できる場合、

上記資料は省略できます。
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「資格取得後に実務経験を要する資格」とは？

第二種電気工事士 ：免状交付後３年

電気主任技術者 ：免状交付後５年

電気通信主任技術者 ：資格者証交付後５年

工事担任者 ：資格者証交付後３年

地すべり防止工事士 ：登録後１年

建築設備士 ：資格取得後１年

１級計装士 ：合格後１年

給水装置工事主任技術者 ：免状交付後１年

職業能力開発促進法の技能検定２級合格者：合格後３年（平成１５年度以前の合格者は１年）

(14) 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況確認資料

健康保険及び厚生年金保険の加入状況については、申請時の直前の健康保険及び厚

生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し若しくは「納入証明書」の写し

又はこれに準ずる資料（「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通

知書」の写し）の提出により確認します。

雇用保険の加入状況については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告

書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し又は

これらに準ずる資料（「労働保険料等（雇用）納付済証明書」）により確認します。

メモ

健康保険に関し、年金事務所長の承認を受けて「全国土木建築国民健康保険組合」等

の国民健康保険に加入している場合は、年金事務所発行の「適用除外証明書」又は保険

組合発行の「領収証書」若しくは「納入証明書」等の提出により確認します。

(15) 営業所の状況（申請日前３か月内に撮影した写真を貼付すること。）

県様式３･･･営業所の外観

建物全体（入口付近）が確認できるもの １枚

商号・看板（新規）・標識（更新等）が確認できるもの １枚

県様式４･･･営業所の内部

什器備品（電話・机等）が確認できるもの １枚

帳簿類が確認できるもの １枚

県様式５･･･機械器具、保管資材（保有している場合は各１枚）

メモ

県様式３に、営業所を使用する権原（自己所有・賃貸借等の別）についてチェックす

ること。
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【資料１】 指定学科一覧表

許 可 業 種 法第７条第２号イに該当するために必要な指定学科

土木工事業 土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑
舗装工事業 地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。）

都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業 建築学又は都市工学に関する学科
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業

左官工事業 土木工学又は建築学に関する学科
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル･れんが･ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業

電気工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
電気通信工事業

管工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関す
水道施設工事業 る学科
清掃施設工事業

鋼構造物工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
鉄筋工事業

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
消防施設工事業

熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

メモ

許可を受けようとする建設工事に関し、学校教育法による高校の場合は上記指定学科を卒業後５年

以上の、大学（高等専門学校を含む。）の場合は上記指定学科を卒業後３年以上の実務経験が必要です。

（有資格コード「０１」を使用）

また、上記の指定学科を卒業した高度専門士は大学卒業相当、専門士は短大卒業程度、それ以外の

専修学校の専門課程（指定学科）を卒業した者は高校卒業相当になります。（有資格コード「９９」

を使用）



　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）「７※」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験３年）「７○」････法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験５年）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

０２ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

１１ 7 7 7

１Ｆ

１２ 7 7 7

１Ｇ

１３ 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ 7 ７※ 7 7 7 ７※ ７※ ７※ 7 ７※ 7

１Ｈ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

１４ 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ 7

１Ｊ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１５ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｋ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１６ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｌ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２０ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ ７※ 7

２Ｃ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２１ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7

２２ 7 ７○ 7 ７○ ７○ 7 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7

２３ 7 7 ７○ 7 7 7 ７○ 7 7 7 7 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○

２Ｄ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２７ 7 ７※ ７※

２Ｅ ７※ ７※

２８ 7 ７○ ７○

２Ｆ ７○ ７○

２９ 7 ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２Ｇ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３０ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３Ａ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３１ ７

３Ｂ

３２ ７

３Ｃ

３３ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７※ ７※ ７※

３Ｄ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３４ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○

３Ｅ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３７ 7 7 7 7 7 7

３８ 7 7 7 7 7

３９ 7

４１ 7 7 7 7 7 7 7

４２ 7 7 7 7 7 7 7 7

４３ 7 7

４４ 7 7

４５ 7

４６ 7 7

４７ 7 7

４８ 7 7 7

４９ 7 7 7

５０ 7

５１ 7 7 7

５２ 7

５３ 7 7

５４ 7 7 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

技
術
士
法

登
録
証

建設 ・ 総合技術監理（建設）（注2）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（注2）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

２級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士補

建
築
士
法

免
許
証

１級建築士

２級建築士

木造建築士

２級電気通信工事施工管理技士

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士補

土 木

２級土木施工管理技士
鋼構造物塗装

２級土木施工管理技士補

２級建築施工管理技士
種
別

建 築 （ 注
1 ）
躯 体 （ 注
1 ）

仕 上 げ

２級土木施工管理技士
薬液注入

２級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士（注1）

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

法第７条第２号イ該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第７条第２号ロ該当（１０年の実務経験）

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

合
格
証
明
書

１級建設機械施工管理技士

１級建設機械施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士（第１種～第６種）

２級建設機械施工管理技士補（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士（注1）

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

種
別

土 木 （ 注
1 ）

２級土木施工管理技士補

【資料２】　有資格コード一覧（一般建設業）

コード 資格区分
建設業の種類
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

５５ 7

５６ 7

電 気 事 業 法 免状 ５８ 7

５９ 7

３５ 7

水 道 法 免状 ６５ 7

６８ 7

６９ 7

７１ 7

６４ 7 7

７２ 7

５７ 7 7

７３ 7

６６ 7

７４ 7

７５ 7

７６ 7

７０ 7 7 7

７７ 7

７８ 7

７９ 7 7

８０ 7

８１ 7

８２ 7

８３ 7

８４ 7 7

８５ 7

８６ 7

８７ 7

８８ 7

８９ 7

９０ 7

９１ 7

６７ 7

９２ 7

９３ 7

９４ 7

９５ 7

９６ 7

９７ 7

９８ 7

６１ 7 7

４０ 7

６２ 7 7

６３ 7 7

６０ 7

7 7

7 7

7

7

7

7

7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（

注
5
）

合
格
証
明
書

その他

さく井

地すべり防止工事 【１年】

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

解体工事

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

消 防 法

第２種電気工事士 【３年】

電気主任技術者（第１種～第３種） 【５年】

電気通信主任技術者 【５年】

工事担任者（注3）（注4） 【３年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

甲種消防設備士

電 気 通 信 事 業 法

電 気 工事 士法 免状
第１種電気工事士

建具製作・建具工・木工（選択科目「建具製作作業」）・カーテンウォール施工・サッシ施工

造園　

防水施工

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録防水基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

３６
基幹技能者

（注6）

かわらぶき・スレート施工

ガラス施工

建築板金「ダクト板金作業」

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

板金（選択科目「建築板金作業」）・建築板金（選択科目「内外装板金作業」）・板金工（選択科目「建築板金作業」）

板金・板金工・打出し板金

乙種消防設備士

資格者証

免状

配管（選択科目「建築配管作業」）・配管工

建築大工

型枠施工

左官

とび・とび工

コード 資格区分
建設業の種類

畳製作 ・ 畳工

鉄筋組立て・鉄筋施工（選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」）

コンクリート圧送施工

鉄工（選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」）・製罐

ウェルポイント施工

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

石工・石材施工・石積み

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

路面標示施工

工場板金

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7 7

7 7

7 7 7

7

7

7

7

7 7 7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

登録解体基幹技能者 7

登録発破・破砕基幹技能者 7

登録ウレタン断熱基幹技能者 7

登録建築測量基幹技能者 7

登録圧入基幹技能者 7

登録送電線基幹技能者 7 7

7

7

7 7 7 7

7

7

7

９９ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

登録配管基幹技能者

コード 資格区分
建設業の種類

その他
３６

基幹技能者

（注6）

登録左官基幹技能者

登録機械土工基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

登録土質改良基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録建築大工基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録ALC基幹技能者

登録さく井基幹技能者

登録あと施工アンカー基幹技能者

登録計装基幹技能者

登録都市トンネル基幹技能者

登録潜函基幹技能者

その他（上記コードに該当するものを除く）

備考

資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等の

写しのほかに様式第９号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 平成２７年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
（注２） 技術士試験に係る資格は、当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
（注３） 第１級アナログ通信及び第１級デジタル通信の両方の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を

受けた者に限られます。
（注４） 令和３年４月１日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者又は総務大臣の認定を受けた者に限られます。
（注５） 等級区分が２級の場合は、合格後３年以上（平成１６年４月１日時点で合格している者は１年以上）の実務経験を要します。

（注６） 建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を１０年

以上有する場合について当該建設業の種類における技術者と認められます。
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特定建設業指定７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

０２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

０３ 3 3 3 3 3 3 3

０４ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

１１ 9 9 9

１Ｆ

１２ 8

１Ｇ

１３ 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ 9 ８※ 9 9 9 ８※ ８※ ８※ 9 ８※ ９

１Ｈ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

１４ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ 8 ８○ 8

１Ｊ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１５ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｋ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１６ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｌ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２０ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ ８※ ９

２Ｃ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２１ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２２ 8 ８○ 8 ８○ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２３ 8 8 ８○ 8 8 8 ８○ 8 8 8 8 8 ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○

２Ｄ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２７ 9 ８※ ８※

２Ｅ ８※ ８※

２８ ８○ ８○

２Ｆ ８○ ８○

２９ ９ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２Ｇ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３０ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ａ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３１ 9

３Ｂ

３２ 8

３Ｃ

３３ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ９ ８※ ８※ ８※ ８※

３Ｄ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３４ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ｅ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３７ 9 9 9 9 9 9

３８ 8 8 8 8

３９ 8

４１ 9 9 9 9 9 9 9

４２ 9 9 9 9 9 9 9 9

４３ 9 9

４４ 9 9

４５ 9

４６ 9 9

４７ 9 9

４８ 9 9 9

４９ 9 9 9

５０ 9

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）（注2）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（注2）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

２級電気工事施工管理技士補

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士補

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士
薬液注入

２級土木施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

１級建築施工管理技士（注1）

１級建築施工管理技士補

２級建築施工管理技士
種
別

建築（注1）

躯体（注1）

仕 上 げ

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士

法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工管理技士

１級建設機械施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士（第１種～第６種）

２級建設機械施工管理技士補（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士（注1）

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

種
別

土木（注1）

２級土木施工管理技士補 土 木

２級土木施工管理技士
鋼構造物塗装

法第７条第２号イ該当

法第７条第２号ロ該当

法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）

「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）

「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

コード 資格区分
建設業の種類

「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

【資料３】　有資格コード一覧（特定建設業）

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）
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５１ 9 9 9

５２ 9

５３ 9 9

５４ 9 9 9

５５

５６

電気事業法 ５８

５９ 8

３５ 8

水 道 法 ６５

６８ 8

６９ 8

７１ 8

６４ 8 8

７２ 8

５７ 8 8

７３ 8

６６ 8

７４

７５

７６

７０ 8 8

７７ 8

７８ 8

７９ 8 8

８０ 8

８１

８２ 8

８３ 8

８４ 8 8

８５ 8

８６ 8

８７ 8

８８ 8

８９ 8

９０ 8

９１ 8

６７ 8

９２ 8

９３ 8

９４ 8

９５ 8

９６

９７ 8

９８ 8

６１ 8 8

４０ 8

６２

６３

６０ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

技
術
士
法

【３年】

電気主任技術者（第１種～第３種） 【５年】

第１種電気工事士

消 防 法

電気通信事業法

電気通信主任技術者 【５年】

工事担任者（注3）（注4） 【３年】

甲種消防設備士

乙種消防設備士

給水装置工事主任技術者 【１年】

建築設備士 【１年】

基礎ぐい工事

金属塗装・金属塗装工

噴霧塗装

畳製作 ・ 畳工

計装 【１年】

解体工事

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工（選択科目「建具製作作業」）・カーテンウォール施工・サッシ施工

さく井

地すべり防止工事 【１年】

造園　

防水施工

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（

注
5
）

建築大工

型枠施工

左官

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

建築塗装・建築塗装工

路面標示施工

コード 資格区分
建設業の種類

鉄筋組立て・鉄筋施工（選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」）

工場板金

板金（選択科目「建築板金作業」）・建築板金（選択科目「内外装板金作業」）・板金工（選択科目「建築板金作業」）

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレート施工

電気工事士法
第２種電気工事士

その他

とび・とび工

コンクリート圧送施工

鉄工（選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」）・製罐

ウェルポイント施工

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

配管（選択科目「建築配管作業」）・配管工

建築板金「ダクト板金作業」

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

石工・石材施工・石積み
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8

8 8

8 8 8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

登録解体基幹技能者 8

登録発破・破砕基幹技能者 8

登録ウレタン断熱基幹技能者 8

登録建築測量基幹技能者 8

登録圧入基幹技能者 8

登録送電線基幹技能者 8

8

8

8 8

8

8

8

９９ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

コード 資格区分
建設業の種類

その他
３６

基幹技能者

（注6）

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録防水基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

登録左官基幹技能者

登録機械土工基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録配管基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録都市トンネル基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録建築大工基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録ALC基幹技能者

登録さく井基幹技能者

登録あと施工アンカー基幹技能者

登録計装基幹技能者

登録土質改良基幹技能者

登録潜函基幹技能者

その他（上記に該当するものを除く）

備考

資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等の

写しのほかに様式第９号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 平成２７年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
（注２） 技術士試験に係る資格は、当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
（注３） 第１級アナログ通信及び第１級デジタル通信の両方の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を

受けた者に限られます。
（注４） 令和３年４月１日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者又は総務大臣の認定を受けた者に限られます。
（注５） 等級区分が２級の場合は、合格後３年以上（平成１６年４月１日時点で合格している者は１年以上）の実務経験を要します。

（注６） 建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を１０年
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＜３ 許可取得後の留意点＞

１ 標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所

に次に示す標識を掲げなければなりません。

【店舗に掲げる標識】

建 設 業 の 許 可 票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

３５ cm 一般建設業又は特定建設業の別 許 可 を 受 け た 建 設 業 許 可 番 号 許 可 年 月 日

以上 徳島県知事許可（ ）第 号

この店舗で営業している建設業

４０ cm以上

【建設工事の現場ごとに掲げる標識】

建 設 業 の 許 可 票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

２５ cm 主任技術者の氏名 専任の有無

以上 資 格 名 資格者証交付番号

一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別

許 可 を 受 け た 建 設 業

許 可 番 号 徳島県知事許可（ ）第 号

許 可 年 月 日

３５ cm以上

標識の記載要領

① 「主任技術者の氏名」の欄は、法第２６条第２項の規定に該当する場合には、「主任

技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。

② 「専任の有無」の欄は、法第２６条第３項本文の規定に該当する場合に、「専任」と

記載し、同項第１号に該当する場合には、「非専任（情報通信技術利用）」と、同項第

２号に該当する場合には、「非専任（監理技術者を補佐する者を配置）」と記載するこ

と。

③ 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第７条第２号ハ又は法第１５

条第２号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。

④ 建設工事の現場ごとに掲げる標識の「許可を受けた建設業」の欄は、当該現場で行っ

ている建設工事に係る業種を記載すること。
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２ 変更等の届出

許可を受けた後、次の事項に該当する場合は、(2)に掲げる書類を届出期限内に提出す

る必要があります。

(1) 変更事由及び届出期限

変 更 事 項 届出期限

経 営 体 制 に No.1 規則第７条第１号イ又はロに該当する者として証
関 す る 事 項 明された常勤役員等（経営業務の管理責任者等）

の氏名に変更があったとき。

No.2 規則第７条第１号イ又はロに該当する者として証
明された常勤役員等（経営業務の管理責任者等）
を変更したとき。

No.3 役員を補佐する者の氏名に変更があったとき。

No.4 役員を補佐する者を変更したとき。 ２週間以内

No.5 経営能力に関する基準（規則第７条第１号イ、ロ
又はハ）を満たさなくなったとき。

社会保険加入に No.6 健康保険等の加入状況（様式第７号の３）の記載事項に変更
関 す る 事 項 があったとき（変更が従業員数のみである場合を

除く。）。

営 業 所 No.7 営業所技術者等を変更したとき（有資格区分の変
技 術 者 等 に 更を含む。）。
関 す る 事 項

No.8 営業所技術者等の氏名に変更があったとき。

No.9 営業所技術者等を欠いたとき。

令３条の使用人に No.10 令３条の使用人が就任・退任したとき又は令３条
関 す る 事 項 の使用人を変更したとき。

欠 格 要 件 No.11 欠格要件に該当したとき。

企 業 の No.12 商号又は名称を変更したとき。
基 本 情 報 に
関 す る 事 項 No.13 資本金額又は出資総額に変更があったとき。

営 業 所 に No.14 営業所の名称・所在地を変更したとき。
関 す る 事 項

No.15 営業所を新設したとき。 ３０日以内

No.16 営業所を廃止したとき。

No.17 営業所の業種を追加したとき。

No.18 営業所の業種を廃止したとき。
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変 更 事 項 届出期限

法人の役員等 No.19 役員等の就任
（法人の役員、 顧問、
相 談 役 又 は 株 主 等 ） No.20 役員等の退任
に関する事項 ３０日以内

No.21 役員等の氏名に変更があったとき又は役職名を変
更したとき。 株主等に変更が

あった場合は、
個人事業主に No.22 支配人の就任 変更を覚知して
関 す る 事 項 から３０日以内

No.23 支配人の退任

No.24 個人事業主又は支配人の氏名に変更があったとき。

決 算 報 告 No.25 事業年度が終了したとき。 ４か月以内

メモ

① 電話番号、郵便番号の変更は法定の届出事項ではありませんが、「変更届出書」（様

式第２２号の２・第１面）による届出をお願いします。

② 入札参加資格審査申請を行っている場合は、変更事項に応じて、入札参加資格審

査申請書変更届の提出も行ってください。
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(2) 提出書類一覧

次の「提出書類Ａ」及び「提出書類Ｂ」をそれぞれ別綴じ（ホチキス留め）にして、

主たる営業所を管轄する事務所へ提出してください。

なお、各書類は副本を作成し、正本と一緒に提出してください。副本は受付印を押

印し、返却します。

変 更 事 項 提出書類Ａ（法定様式・添付書類） 提出書類Ｂ（入力用・確認書類）

No.1 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A 常勤役員等（経営業務の管理責
規則第７条第１号イ ②常勤役員等（経営業務の管理責 任者等）証明書（左欄②の写し）
又はロに該当する者 任者等）証明書（様式第７号） B 常勤役員等及び当該常勤役員等
として証明された常 ③常勤役員等及び当該常勤役員等 を直接に補佐する者の証明書
勤役員等（経営業務 を直接に補佐する者の証明書 （左欄③の写し）
の管理責任者等）の （様式第７号の２・第一面） C戸籍抄本
氏名に変更があった ④役員等の一覧表（様式第１号別紙１）
とき。 ※ A、Bは該当するものを提出

※②、③は該当するものを提出

No.2 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A 常勤役員等（経営業務の管理責
規則第７条第１号イ ②常勤役員等（経営業務の管理責 任者等）証明書（左欄②の写し）
又はロに該当する者 任者等）証明書（様式第７号） B 常勤役員等及び当該常勤役員等
として証明された常 ③常勤役員等及び当該常勤役員等 を直接に補佐する者の証明書
勤役員等（経営業務 を直接に補佐する者の証明書 （左欄③の写し）
の管理責任者等）を （様式第７号の２・第一面から第四面まで） C常勤役員等証明書（県様式１）
変更したとき。 ④常勤役員等の略歴書（様式第７号別紙 D常勤性の確認資料

又は様式第７号の２別紙１） → P.47、P.50を参照
⑤常勤役員等を直接に補佐する者 E 常勤役員等（経営業務管理責任
の略歴書（様式第７号の２別紙２） 者等）としての経験が確認でき

⑥役員等の一覧表（様式第１号別紙１） る資料
→ P.48～を参照

※②、③は該当するものを提出 F 補佐する者としての位置付けが
※⑤は③を提出した場合に必要 確認できる資料

→ P.50を参照

※ A、Bは該当するものを提出
※ Fは Bを提出した場合に必要。
また役員を補佐する者について
も C、D を作成・提出すること。

No.3 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A 常勤役員等及び当該常勤役員等
役員を補佐する者の ②常勤役員等及び当該常勤役員等 を直接に補佐する者の証明書
氏名に変更があった を直接に補佐する者の証明書 （左欄②の写し）
とき。 （様式第７号の２の該当する面） B戸籍抄本

No.4 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A 常勤役員等及び当該常勤役員等
役員を補佐する者を ②常勤役員等及び当該常勤役員等 を直接に補佐する者の証明書
変更したとき。 を直接に補佐する者の証明書 （左欄②の写し）

（様式第７号の２の該当する面） B常勤役員等証明書（県様式１）
③常勤役員等を直接に補佐する者 C常勤性の確認資料
の略歴書（様式第７号の２別紙２） → P.50を参照

D 補佐する者としての位置付けが
確認できる資料
→ P.50を参照
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変 更 事 項 提出書類Ａ（法定様式・添付書類） 提出書類Ｂ（入力用・確認書類）

No.5 届出書（様式第２２号の３）
経営能力に関する基準
（規則第７条第１号イ、ロ又はハ）を ※廃業届（様式第２２号の４）が必要
満たさなくなったとき。

No.6 健康保険等の加入状況（様式第７号の３） A健康保険等の加入状況（左欄の写し）
健 康 保 険 等 の 加 入 B 健康保険・厚生年金保険・雇用
状況 （ 様 式 第 ７ 号 の ３ ） の 保険の加入状況確認資料
記載事項に変更があ
ったとき（変更が従
業員数のみである場
合を除く。）。

No.7 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A 営業所技術者等証明書（新規・変更）
営 業 所 技 術 者 等 を ②営業所技術者等証明書（新規・変更） （左欄②の写し）
変更したとき（有資 （様式第８号） B営業所技術者等証明書（県様式２）
格 区 分 の 変 更 を 含 ③営業所技術者等一覧表 C常勤性の確認資料
む。）。 （様式第１号別紙４） → P.50を参照

④技術者要件を証明する資料 D技術者要件を証明する資料
→ P.51を参照 → P.51を参照

※営業所技術者等の営業所間の ※営業所間の異動のみを届け出る
異動の場合、担当する業種に 場合は B、C、D不要
変更がなければ④は不要 ※有資格区分の変更のみを届け出

る場合は B、C不要

No.8 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A変更届出書（左欄①の写し）
営 業 所 技 術 者 等 の ②営業所技術者等一覧表 B戸籍抄本
氏名に変更があった （様式第１号別紙４）
とき。

No.9 届出書（様式第２２号の３）
営 業 所 技 術 者 等 を
欠いたとき。 ※廃業届（様式第２２号の４）又は No.16

若しくは No.18の届出が必要

No.10 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
令 ３ 条 の 使 用 人 が ②誓約書（様式第６号）
就任・退任したとき ③令３条に規定する使用人の一覧
又は令３条の使用人を 表（様式第１１号）
変更したとき。 ④令３条に規定する使用人に関す

る調書（様式第１３号）
⑤登記されていないことの証明書
又は医師の診断書
→ P.45を参照

⑥身分証明書
→ P.45を参照

※令３条の使用人に就任した者が
既に届出者の役員である場合は
④、⑤、⑥不要

※退任の場合は①、③のみ提出
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変 更 事 項 提出書類Ａ（法定様式・添付書類） 提出書類Ｂ（入力用・確認書類）

No.11 届出書（様式第２２号の３）
欠格要件に該当したとき｡

No.12 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
商号又は名称を変更 ②履歴事項全部証明書
したとき。

No.13 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
資本金額又は出資総額に ②登記事項証明書
変更があったとき。

No.14 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A変更届出書（左欄①の写し）
営業所の名称・所在地を ②登記事項証明書 B営業所の確認資料（所在地を変更したとき）
変更したとき。 → P.52を参照

※商業登記の変更を必要としない
場合は②不要 ※名称変更の場合は B不要

No.15 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面、第二面） A変更届出書（左欄①の写し）
営業所を新設したとき｡ ②登記事項証明書 B営業所の確認資料

【営業所技術者等関係】 → P.52を参照
※ No.7、 No.10 を参 ③営業所技術者等証明書（新規・変更） C営業所技術者等証明書（新規・変更）
照 （様式第８号） （左欄③の写し）

④営業所技術者等一覧表 D営業所技術者等証明書（県様式２）
（様式第１号別紙４） E常勤性の確認資料

⑤技術者要件を証明する資料 → P.50を参照
→ P.51を参照 F技術者要件を証明する資料

【使用人関係】 → P.51を参照
⑥誓約書（様式第６号）
⑦令３条に規定する使用人の一覧
表（様式第１１号）

⑧令３条に規定する使用人に関す
る調書（様式第１３号）

⑨登記されていないことの証明書
又は医師の診断書
→ P.45を参照

⑩身分証明書
→ P.45を参照

※商業登記の変更を必要としない
場合は②不要

No.16 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面、第二面）
営業所を廃止したとき｡ ②届出書（様式第２２号の３）

No.17 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面、第二面） A変更届出書（左欄①の写し）
営業所の業種を追加 ②営業所技術者等証明書（新規・変更） B営業所技術者等証明書（県様式２）
したとき。 （様式第８号） C常勤性の確認資料

③営業所技術者等一覧表 → P.50を参照
（様式第１号別紙４） D技術者要件を証明する資料

④技術者要件を証明する資料 → P.51を参照
→ P.51を参照
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変 更 事 項 提出書類Ａ（法定様式・添付書類） 提出書類Ｂ（入力用・確認書類）

No.18 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面、第二面） A変更届出書（左欄①の写し）
営業所の業種を廃止 ②届出書（様式第２２号の３） B届出書（左欄②の写し）
したとき。 ③営業所技術者等証明書（新規・変更） C 営業所技術者等証明書（新規・変更）

（様式第８号） （左欄③の写し）

※②、③は該当するものを提出。 ※ B、Cは該当するものを提出
②は後任の営業所技術者等がい
ない場合（営業所技術者等の削
除）、③は営業所技術者等の交
代又は他の業種については引き
続き行う場合に提出

No.19 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
役員等の就任 ②役員等の一覧表（様式第１号別紙１）

③誓約書（様式第６号）
④許可申請者の住所、生年月日等
に関する調書（様式第１２号）

⑤登記されていないことの証明書
又は医師の診断書
→ P.45を参照

⑥身分証明書
→ P.45を参照

⑦登記事項証明書

※相談役、顧問、株主等は④の賞
罰欄及び確認欄の記入不要

※相談役、顧問、株主等は⑤、⑥、
⑦不要

No.20 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
役員等の退任 ②役員等の一覧表（様式第１号別紙１）

③登記事項証明書

No.21 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） A変更届出書（左欄①の写し）
役員等の氏名に変更が ②許可申請者の住所、生年月日等 B戸籍抄本（氏名に変更があったとき。）
あったとき又は役職名を に関する調書（様式第１２号）
変更したとき。 ③登記事項証明書（法人の場合又は支配人の氏名

に変更があった場合）
No.24
個人事業主又は支配人の
氏名に変更があったとき｡

No.22 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
支配人の就任 ②誓約書（様式第６号）

③令３条に規定する使用人の一覧
表（様式第１１号）

④令３条に規定する使用人に関す
る調書（様式第１３号）

⑤登記されていないことの証明書
又は医師の診断書
→ P.45を参照

⑥身分証明書
→ P.45を参照

⑦登記事項証明書
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変 更 事 項 提出書類Ａ（法定様式・添付書類） 提出書類Ｂ（入力用・確認書類）

No.23 ①変更届出書（様式第２２号の２・第一面） 変更届出書（左欄①の写し）
支配人の退任 ②登記事項証明書

No.25 ①決算変更届出書（表紙）
事業年度が終了したとき｡ ②工事経歴書（様式第２号）

③直前３年の各事業年度における
工事施工金額（様式第３号）

④財務諸表（様式第１５～１９号）
⑤使用人数（様式第４号）
⑥令３条に規定する使用人の一覧
表（様式第１１号）

⑦健康保険等の加入状況
（様式第７号の３）

⑧納税証明書（事業税及び特別法人事業税）
⑨事業報告書（株式会社のみ）
⑩定款の写し

※⑤、⑥、⑦、⑩は変更があった
場合のみ提出

３ 廃業届

許可を受けた建設業を廃止した場合は、３０日以内に廃業届（様式第２２号の４）を提

出しなければなりません。

廃業等の届出事項 届 出 者 確 認 書 類

許 可 を 受 け た 個 人 の 相続人 戸籍謄本（個人事業主の死亡及び届出者が
事業主が死亡したとき 相続人であることが確認できるもの）
（相続人が相続の認可の
申請をしなかったときに
限る。）。

法人が合併により消滅 役員であった者 当該法人の役員であったことが確認できる
したとき（消滅までに合併の 解散登記後の閉鎖事項全部証明書
認可がなされなかったときに
限る。）。

法人が破産手続開始の 破産管財人 裁判所発行の破産管財人資格証明書
決定により解散したとき。

法人が合併又は破産以外の 清算人 当該法人の清算人であることが確認できる
事由により解散したとき。 履歴事項全部証明書

許可を受けた建設業を 法人：役員 手続における押印の廃止に伴い、届出者
廃止したとき（譲渡又は 個人：本人 の本人確認を行います。
分割の認可を受けたときを
除く。）。
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メモ

① 手続における押印の廃止に伴い、廃業届の受理の際には届出者の本人確認を行いま

す（許可を受けた建設業を廃止したときに限る。）ので、原則として、廃業届の提出

は、法人にあってはその役員、個人にあっては本人がお持ちください。

② 一部の業種の廃業の場合は、「廃業届」（様式第２２号の４）、「変更届出書」（様式

第２２号の２）のほか、「営業所技術者等証明書（新規・変更）」（様式第８号）又は

「届出書」（様式第２２号の３）を提出する必要があります。
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（１）変更届出書（第１面）

様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人(8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所技術者

建設業法第15条第2号  に規定する特定営業所技術者
について変更があつたので届出をします。

殿

許可年月日

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

営業所の郵便番号 ○○○－○○○○ ×××－×××× 〃 〃

営業所の所在地 三好市池田町・・・・・ 美馬市脇町・・・・・ 〃 西部営業所

〃 取締役　白鷺　太郎 － 〃 退任

役員 取締役　山田　桃子 代表取締役　山田　桃子 〃 代表者

〃 代表取締役　剣　登 取締役　剣　登 〃

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

商号 有限会社やまもも建設 やまもも建設株式会社 R7.1.1

記

× × × ×× × × × × ×法 人 番 号 ３ ６ × × ×

日
徳島県知事 特

3 5 10 15

年× ×月× ×× ×号 令和 0 3）第 0 0 × ×6
 国土交通大臣

許可（
 般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ３ ５ 3

 北海道開発局長 　やまもも建設株式会社
徳島県知事 届出者 　代表取締役　　山田　桃子

項 番

大臣
コード

知事
3

変　更　届　出　書

（第一面）
下記のとおり、

令和　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長 　徳島市・・・

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

0 3

変更がある項目を○で囲む。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

実際に変更があった日付を記入する。

役員の役職名の変更の場合、

「許可申請者等の住所、生年月日等に関する調書」（様式第１２号）については改めて提出する必要があるが、

「誓約書」（様式第６号）、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」については省略可

不要なものを消す。以下、同じ。

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　×××－×××－××××

所属等　総務課 氏名　剣　晴子 電話番号　×××－×××－××××

（千円）
又 は 出 資 総 額

, ,

資 本 金 額
４ ４

3 5 10

電 話 番 号－郵 便 番 号 ４ ３

203 5 6 10 15

23 25 30 35 40

20

主たる営業所の
所 在 地

４ ２

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

４ １

桃 子

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０ 山 田

ダ モ モ コ
代表者又は個人
の氏名のフリガ

ナ
３ ９ ヤ マ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

）も も 建 設 （ 株商 号 又 は 名 称 ３ ８ や ま

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ツマ モ モ ケ ン セ

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７ ヤ

項番「３７」から項番「４４」は、変更があった事項のみ記入する。変更がなければ空欄にしておく。
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（第２面）

【従たる営業所の所在地の変更】

許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ　　セイブエイギョウショ

（都道府県名）

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

×

土 建 大 左 と 石 屋 電

× × － × × ×電 話 番 号 × × × × －× － × × × ×郵 便 番 号 8 7 × ×

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

・ ・ ・ ・ ・
従たる営業所の
所 在 地

8 6 脇 町

市区町村名 　美馬市

3 5 10 15 20

6 2 0 7 都道府県名 　徳島県

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 3

名 称
23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 西 部 営 業 所

3 5 10 15

30

変更前

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25

30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

3 5 10 15 20 25
井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

× ×日
徳島県知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 3 年× ×月× × × ×号 令和
 般

－ ）第 0 0

15

許 可 番 号 8 2 3 6
 国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変
更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 2

0 3

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

市町村コードはP.２２を参照し記入すること。

項番「８５」から項番「８８」は、変更があった事項のみ記入する。変更がなければ空欄にしておく。

左詰め

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称
23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

3 5 10 15
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【従たる営業所の新設】

(略)

【従たる営業所の廃止】

(略)

（従たる営業所）

フリガナ　　ナンブエイギョウショ

（都道府県名）

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 南 部 営 業 所

40

名 称
23 25 30 35

8 5 3 7 都道府県名 　徳島県

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名 　海部郡

3 5 10 15 20

6 3 8

従たる営業所の
所 在 地

8 6 美 波 町 ・ ・ ・

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 × × × － × × × × 電 話 番 号 × × × × － × × － × × × ×

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
（

１．一般
２．特定

）
2

営 業 し よ う
8 8 2

と す る 建 設 業
2 1 1 2

3 5 10 15 20 25 30

変更前

（従たる営業所）

フリガナ　　ナンブエイギョウショ

（都道府県名）

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

従たる営業所の
所 在 地

8 6

市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称
23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 南 部 営 業 所

3 5 10 15

許可年月日

× ×日
徳島県知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 3 年× ×月0 × × ×号 令和
 般

－ ）第 0 0

15

許 可 番 号 8 2 3 6
 国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変
更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 3

0 3

許可年月日

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 4
２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変
更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事
項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 8 2 3 6
 国土交通大臣

許可（
 般

－ ）第 0 0 ×月0 × × ×号 令和 × ×日
徳島県知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 3 年×0 3
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(2) 届出書

様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

殿

許可年月日

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　基準を満たさなくなつた
下記のとおり、

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた
（３）　営業所技術者等を削除した
（４）　欠格要件に該当するに至つた

令和　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長
 北海道開発局長

徳島県知事 届 出 者 　代表取締役　万代　道夫
　株式会社万代建設
　徳島市・・・

項 番
大臣

コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ５ １ 3 6
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）
徳島県知事  特

第 0 0 0 × × ×号 令和 0 3 年× ×月× ×日

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ２ 生年月日 月 日

　　　　　　　　　　　　　(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔営業所技術者等〕を満たさなくなつた場合

　　　　　　　　　　　　　(3)　営業所技術者等を削除した場合

年

3 5 10 13 14 16 18

氏 名 ５ ３ 杉 本 樹 ×年× ×月× ×日生年月日 Ｒ 0

0 3

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

該当するものを○で囲む。以下、同じ。

不要なものを消す。以下、同じ。

具体的事由

　　　　　　　　　　　　　(4)　建設業法第８条第１号及び第７号から第14号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 年

18

氏 名 ５ ３

3 5 10 13 14 16

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 年

18

氏 名 ５ ３

3 5 10 13 14 16

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類　　本店 　　電、管

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

一部の業種を廃業した際に、廃業しない他の業種については引き続き営業所技術者等となる場合又は

営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更し、引き続き営業所技術者等となる場合は、

この様式によらず、「営業所技術者等証明書（新規・変更）」（様式第８号）により届け出ること。
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(3) 廃業届

【備考】
令和　　　年　　　月　　　日

（１）　許可に係る建設業者が死亡したため

（２）　法人が合併により消滅したため

（３）　法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４）　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５）　許可を受けた建設業を廃止したため

日

廃業等の年月日

廃 業 等 の 理 由

年 月

3 5 7

決裁年月日 ５ ９ 令和

3

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

太枠内は記入しない。

該当するものを○で囲む。

実際に要件を欠いた日等の日付を記入する。

様式第二十二号の四（第十条の三関係）

許可年月日

届

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

廃　　　業　　　届

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

令和　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長
 北海道開発局長

徳島県知事 殿 届出者 　代表取締役　万代　道夫
　株式会社万代建設

項 番 3

届 出 の 区 分 ５ ４ 2 （
１．全部の業種の廃業

）
２．一部の業種の廃業

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ５ ５ 3 6
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）
徳島県知事  特

第 0 0 0 × × ×号 令和 0 3 年× ×月× ×日

記

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

廃止した建設業 ５ ６ 1 1

（
１．一般
２．特定

）3 5 10 15 20 25 30

５ ７ 2 2 2 1 1 2 2 2

　徳島市・・・

解

2

0 3

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。

不要なものを消す。以下、同じ。

一部の業種の廃業の場合は、「変更届出書」（様式第２２号の２）のほか、

「営業所技術者等証明書（新規・変更）」（様式第８号）又は
「届出書」（様式第２２号の３）を併せて提出すること。
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＜４ 許可を受けた地位の承継＞

１ 地位の承継（令和２年１０月１日施行）

「（建設業者としての）地位を承継する」とは、建設業の許可を受けたことによって発

生する権利及び義務について、承継人は被承継人と同じ地位に立つということを意味しま

す。

従前の建設業法には建設業者の地位の承継に関する規定はなく、建設業者が事業の譲渡、

会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取

り直す必要があり、許可が下りるまでの間は軽微な建設工事を除いて建設業を営むことが

できない空白期間が生じていました。

令和元年の建設業法改正では、事業承継の規定が整備され、事前の認可を受けることで

建設業許可が切れ目なく承継できるようになりました。

メモ

① 個人事業主の法人成りや代替わりについても、譲渡に係る認可を受けることにより

建設業者としての地位を承継することが可能です。なお、認可によらない場合は新規

申請となります。

② 個人の建設業者が死亡した場合における「相続」についても、同様の制度が創設

されました。

（例） 建設業者Ａの地位を建設業者Ｂが承継する場合

→建設業者Ａの有する許可：建築工事業の特定許可

建設業者Ｂの有する許可：土木工事業の特定許可、管工事業の一般許可

事業譲渡等の日

建設業者Ａ

（承継元） 建築（特） 建設業者Ｂ 土木（特）

建設業者Ｂ 建築（特）

（承継先） 土木（特）、管（般） 管（般）

事業譲渡の日に建設業許可も承継

許可行政庁の認可 有効期間は５年

メモ

① 異業種間の承継も可能です。

② 同一業種でも、一般・特定の区分が同じであれば承継可能です。

③ 許可を受けている建設業の一部の許可のみの承継は認められません。
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承継元 承継先 地位承継後の承継先

土木（特定） 建築（特定） 土木（特定） 建築（特定）

舗装（特定） 大工（一般） 舗装（特定） 大工（一般）

内装（一般） 内装（一般）

造園（一般） 造園（一般） 造園（一般）

承継元 承継先

土木（特定） 建築（特定） ある業種で一般（特定）建設業

舗装（特定） 大工（一般） 許可を受けている者が、同一の

内装（一般） 業種で特定（一般）建設業許可

造園（特定） 造園（一般） を受けている者の地位を承継す

ることはできない。

承継元 承継先

土木（特定） 建築（特定） ※承継元・承継先のいずれかが

舗装（特定） 大工（一般） 事前に造園の許可を廃業する

内装（一般） ことで承継可

造園（一般） 造園（特定）

２ 認可申請の手続

(1) 認可の申請先

徳島県知事の認可を受ける場合、譲渡については譲受人の、合併については存続す

る法人又は合併により設立される法人の、分割については分割承継法人の、相続につ

いては相続人の、主たる営業所を管轄する庁舎へ申請してください。

(2) 手数料

認可申請に手数料はかかりません。

(3) 処理期間等

地位の承継には、認可申請の受付日から６０日程度の期間を要します（土日、祝祭

日を除く。）。申請に当たっては、事前に十分余裕をもって御相談ください。

なお、相続は、被相続人の死亡後３０日以内に申請する必要があります。
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(4) 許可の有効期間

許可の有効期間は、譲渡、合併及び分割（以下「譲渡等」という。）の場合、譲渡

等の効力発生日から、相続の場合は承継の日から、それぞれ５年目の対応する日まで

となります。

それ以降、許可を更新する場合は、従前の許可の有効期間の満了日の翌日から開始

し、５年目の対応する日の前日をもって満了します。

３ 認可申請に必要な書類

次の(1)から(3)に掲げる書類を申請先の庁舎に提出してください。

(1) 法定書類Ａ（提出部数：１部）･･･法定書類Ｂとは別に紐綴じしてください。

申請区分
様式番号 名 称

譲渡 合併 分割 相続

第２２号の５ 譲渡及び譲受け認可申請書 ○

第２２号の７ 合併認可申請書 ○

第２２号の８ 分割認可申請書 ○

第２２号の１０ 相続認可申請書 ○

上記申請書の別紙１ 役員等の一覧表 ※ 法人のみ ○ ○ ○

上記申請書の別紙２ 営業所一覧表 （相続の場合は様式番号が別紙１） ○ ○ ○ ○

上記申請書の別紙３ 営業所技術者等一覧表 （相続の場合は様式番号が別紙２） ○ ○ ○ ○

第２号 工事経歴書 ○ ○ ☆ ○

第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○ ○ ☆ ○

第４号 使用人数 ○ ○ ○ ○

第６号 誓約書 ○ ○ ○ ○

第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ● ● ● ●

第１５～１９号 財務諸表（法人用又は個人用） ○ ☆ ☆ ○

定款の写し ※ 法人のみ ○ ○ ○

第２０号 営業の沿革 ○ ☆ ☆ ○

第２０号の２ 所属建設業者団体 ○ ☆ ☆ ○

第２０号の３ 主要取引金融機関名 ○ ○ ○ ○

【表の見方】（以下（２）、（３）において同じ。）

○：必ず必要な書類

●：該当する場合に必要な書類

△：変更がなければ省略可能な書類

☆：合併存続法人が合併により新設される法人である場合又は

分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合に省略可能な書類
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(2) 法定書類Ｂ（提出部数：１部）･･･法定書類Ａとは別に紐綴じしてください。

申請区分
様式番号 名 称

譲渡 合併 分割 相続

第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書
○ ○ ○ ○

※ 規則第７条第１号イに該当する者に限る。

別紙 常勤役員等の略歴書 ※ 規則第７条第１号イに該当する者に限る。 ○ ○ ○ ○

第７号の２ 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する
○ ○ ○ ○

者の証明書 ※ 規則第７条第１号ロに該当する者に限る。

別紙１ 常勤役員等の略歴書 ※ 規則第７条第１号ロに該当する者に限る。 ○ ○ ○ ○

別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ○ ○ ○ ○
※ 規則第７条第１号ロに該当する者に限る。

第８号 営業所技術者等証明書（新規・変更） △ △ △ △
※ 承継の前後で営業所技術者等が変更になる場合は提出。変更届出書（様式第２２号の２）は不要

資格証明書等の写し 承 継 の 前 後 で

第９号 実務経験証明書 営 業 所 技 術 者 等 が

卒業証明書等 変 更 に な る 場 合 は 、

第１０号 指導監督的実務経験証明書 該 当 す る も の を 提 出

第１２号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ○ ○ ○ ○

第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、
● ● ● ●

生年月日等に関する調書

登記されていないことの証明書又は医師の診断書 ○ ○ ○ ○
※ 法人の役員、本人及び建設業法施行令第３条の使用人について提出すること。

身分証明書 ○ ○ ○ ○
※ 法人の役員、本人及び建設業法施行令第３条の使用人について提出すること。

第１４号 株主（出資者）調書 ※ 法人のみ ○ ○ ○

商業登記法における登記事項証明書 ○ ☆ ☆ ●

第２２号の６ 誓約書 （相続の場合は様式番号が第２２号の１１） ○ ○ ○ ○

納税証明書 ○ ☆ ☆ ○

譲渡・譲受けに関する契約書の写し ○

合併契約書の写し及び合併比率説明書 ○

分割契約書の写し及び分割比率説明書 ○
※ 新設分割の場合は契約書に代えて分割計画書

合併又は分割の方法及び条件が記載された書類 ○ ○

株主総会の決議録等 ※ 法人のみ ○ ○ ○

申請者以外の相続人の同意書 ○

申請者と被相続人との続柄を証する書類 ○
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(3) 確認書類等（提出部数：１部）･･･法定書類とは別にホチキス留めしてください。

申請区分
様式番号 名 称

譲渡 合併 分割 相続

第２２号の５ 譲渡及び譲受け認可申請書（写し） ○

第２２号の７ 合併認可申請書（写し） ○

第２２号の８ 分割認可申請書（写し） ○

第２２号の１０ 相続認可申請書（写し） ○

第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書
（写し） ○ ○ ○ ○
※ 規則第７条第１号イに該当する者に限る。

常勤役員等証明書（県様式１） ● ● ● ●
※ 規則第７条第１号イに該当する者について作成すること。

常勤役員等（経営業務管理責任者等）としての経
験が確認できる資料 ● ● ● ●
※ 規則第７条第１号イに該当する者について提出すること。

第７号の２ 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する
○ ○ ○ ○

者の証明書（写し） ※ 規則第７条第１号ロに該当する者に限る。

常勤役員等証明書（県様式１）
● ● ● ●

※ 規則第７条第１号ロに該当する者及び補佐する者について作成すること。

常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の
経験等が確認できる資料 ● ● ● ●
※ 規則第７条第１号ロに該当する者及び補佐する者について提出すること。

第８号 営業所技術者等証明書（新規・変更）（写し）
△ △ △ △

※ 承継の前後で営業所技術者等が変更になる場合は提出。変更届出書（様式第２２号の２）は不要

営業所技術者等証明書（県様式２） ○ ○ ○ ○

営業所技術者等の実務経験を確認する資料 承継の前後で営業所技術者等が変更になる場合は、

指導監督的実務経験を確認する資料 必 要 に 応 じ て 該 当 す る も の を 提 出

預金残高証明書又は融資証明書 ● ● ● ●
※ 許可要件の「財産的基礎」が他の資料により確認できない場合

営業所の状況（県様式３～５） ○ ○ ○ ○

メモ

① 申請に必要な書類については、表現の都合上省略している部分がありますので、

詳細は建設業法施行規則等で確認してください。

また、譲受人等が建設業者である場合、上記にかかわらず省略できる書類があり

ますので、申請先の庁舎にお尋ねください。

② 申請書類の作成に当たっては、認可申請書に係る記載例のほか、「許可申請書類の

記載例」（P.２１～）や「必要書類の詳細」（P.４５～）を参考にしてください。
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４ 承継後に提出が必要な書類

認可を受けて建設業者としての地位を承継した者は、次に掲げる書類を期限までに提

出する必要があります。

(1) 承継の日から２週間以内に提出するもの

申請区分
様式番号 名 称

譲渡 合併 分割 相続

第７号の３ 健康保険等の加入状況 ○ ○ ○ ○

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況確 ○ ○ ○ ○
認資料

常勤役員等（経営業務管理責任者等）としての常
勤性の確認資料 ○ ○ ○ ○
※ 規則第７条第１号イに該当する者について提出すること。

常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の
常勤性の確認資料 ○ ○ ○ ○
※ 規則第７条第１号ロに該当する者について提出すること。

営業所技術者等の常勤性の確認資料 ○ ○ ○ ○

(2) 承継の日から３０日以内に提出するもの

申 請 区 分
様式番号 名 称

合 併 分 割

第２０号 営業の沿革 分 割 承 継 法 人 が
合併により新設された

第２０号の２ 所属建設業者団体 新設分割により設立された

商業登記法における登 法 人 の 場 合 に 必 要 法 人 の 場 合 に 必 要
記事項証明書

メモ

① 社会保険の適用事業所に係る届出は、事業承継の日から各法令で定められた期間内

に提出する必要があるため、認可申請の時点では当該届出の提出を行う旨の誓約書（様

式第２２号の６又は様式第２２号の１１）を提出することになりますが、誓約したと

おり届出の提出を行わなかった場合は、許可基準を満たさないこととなるため、許可

の取消事由に該当しますので注意してください。

② 常勤性の確認資料について期限までに提出することが困難な場合は、健康保険・厚

生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等が通知され次第、速やかに提出すること。



- 80 -

５ 認可申請書の記載例

（第１面）

行政庁側記入欄
許可年月日

解

様式第二十二号の五（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 ０ 1

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

三好市池田町マチ２４１５
申請者 譲渡人 かずら建設　　代表者　祖谷　かずら

 地方整備局長
 北海道開発局長 三好市池田町マチ２４１５

徳島県知事 殿 譲受人 株式会社かずら建設　　代表取締役　祖谷　かずら

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 年 月号 令和 日知事 特

3 5 7

認可申請年月日 ０ ２ 令和 年 月

3 5 7

譲渡及び譲受け
年 月 日

０ ３ 令和 年× ×月

日

× ×日

譲渡及び譲受け
の 理 由

０ ４
　法人への組織変更（法人成り）のため

0 3

譲渡及び譲受け
の 価 格

０ ５ ０　円

大臣
コード

知事
3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 3 6
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 0 × × × × ×
徳島県知事  特

号

＜譲受人に関する事項＞

譲渡及び譲受け後に
営 業 し よ う と す る
建 設 業

土 建 大 左

０ ７ 1

と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

1 1 1 1 1

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

3 5 10 15 25 30

０ ８

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９ カ ズ ラ ケ ン セ ツ

23 25 30 35 40

株

3 5 10 15 20

か ず ら 建 設商 号 又 は 名 称 １ ０ （

23 25 30 35 40

）

１.一般

２.特定

0 3

１.一般

２.特定

太枠内は記入しない。

不要なものを消す。

以下、同じ。

※この記載例は、

個人事情主が法人へ組織変更（法人成り）する際に、

地位の承継について認可申請するというもの

譲渡契約書に規定した、譲渡・譲受けの効力発生日を記入する。

譲渡契約書に規定した、譲渡・譲受けの価格、対価を記入する。

承継後、譲受人は譲渡人が使用していた許可番号を

引き続き使用することになります。

ただし、譲受人が建設業者である場合は、譲渡人又は譲受人

いずれかの許可番号を選択することができます。

理由は簡潔に記入すること。

項番「０８」は、認可申請時、譲受人が建設業許可を受けている場合に記入する。

この記載例は、個人事業主の法人成りのもののため、

譲受人（(株)かずら建設）は許可を受けておらず、空欄となる。

フリガナに「・」や「 （スペース）」は入れない。

また、濁点や半濁点も含んで１つのカラムに記入すること。以下、同じ。

※（株）等、法人の略号にフリガナは不要

法人の種類はP.２２を参照し略号で記入すること。

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １ イ ヤ カ ズ ラ

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
１ ２ 祖 谷

個 人 の 氏 名

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

１ ３

か

2 0 8 都道府県名

ず ら

　徳島県 市区町村名 　三好市

3 5 10 15 20

3 6

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地

１ ４ 池 田

23

町 マ チ 2 4 1 5

25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ５ 7 7 8 － 0 0 0 2 電 話 番 号 0 8 8 3 － ×

ファックス番号 0883-××-××××

× × － × × ×

3 4 5 10 13 15 20 25

法人又は個人の別 １ ６ 1 （ ） 5 0 0 0 （千円） × × × × × × × × × × × × ×

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７ 2 （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８
国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 月号 令和 日
知事 特

年

左詰め

市町村名に続く町名等から記入し、丁目・番地等は「－（ハイフン）」でつなぐこと。

市町村コードはP.２２を参照し記入すること。

個人の場合は空欄

項番「１８」は、認可申請時、譲受人が建設業許可を受けている場合に記入する。

この記載例では、譲受人（(株)かずら建設）は許可を受けておらず、空欄となる。
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（第２面）

メモ

その他の書類については、「許可申請書の記載例」（P.２１～）を参考に作成してく

ださい。

解

×

フ ァ ッ ク ス 番 号 0883-××-××××

× × － × × ×電 話 番 号 0 8 8 3 －8 － 0 0 0 2郵 便 番 号 ２ ６ 7 7

3 5 6 10 15 20

25 30 35 40

5町 マ チ 2 4 1主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５ 池 田

23

　徳島県 市区町村名 　三好市

3 5 10 15 20

3 6 2 0 8 都道府県名

ず ら
個 人 の 氏 名

主 たる 営業 所の
所 在地 市区 町村
コ ー ド

3 5

２ ４

か

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
２ ３ 祖 谷

カ ズ ラ
代 表者 又は 個人
の氏名のフリガナ

２ ２ イ ヤ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ら 建 設商 号 又 は 名 称 ２ １ か ず

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ラ ケ ン セ ツ

5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０ カ ズ

1 11 1

井 具 水 消 清

１ ９ 1

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼
譲 り 渡 す
建 設 業

土 建 大 左 と

1

3

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜譲渡人に関する事項＞

１.一般

２.特定

項番「１９」は、認可申請時、譲渡人が許可を受けている建設業について記入すること。

※許可を受けている建設業の一部のみを承継させることは認められない。

承継後に営業しない業種については、譲渡人は認可申請前に廃業しておくこと。

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

3 4 5 10 13 15 20 25

法人又は個人の別 ２ ７ 2 （ ） （千円）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８ 2 （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 3 6
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 0 × × × ×月× ×× ×号 令和 0 3 日
徳島県知事  特

年×

所属等 氏名　祖谷　渓子 電話番号　0883-××-××××

ファックス番号　0883-××-××××

0 3

項番「２９」は、認可申請時、譲渡人が受けている建設業許可について記入する。

複数の許可を受けている場合は最も古いものを記入すること。

※許可番号は右詰めで記入し、左余白は「０」で埋める。
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＜５ その他＞

１ 解体工事業の新設（平成２８年６月１日施行）

平成２６年の建設業法改正において建設業許可の業種区分が約４０年ぶりに見直され、

とび・土工工事業に含まれていた工作物の解体が独立し、解体工事業として新設追加さ

れました。これにより、解体工事における事故を予防し、工事の質を確保するため、必

要な実務経験や資格を有する技術者を配置する必要があります。

(1) 解体工事業の新設に伴う経過措置

平成２８年６月１日の改正法施行時点において、とび・土工工事業の許可を受けて

解体工事業を営んでいる建設業者は、令和元年５月３１日までは解体工事業の許可を

受けずに解体工事を施工することができましたが、現在この経過措置は終了しており、

解体工事業の許可が必要となっています。

(2) 解体工事業の技術者要件

改正法施行日時点でとび・土工工事業の技術者要件を満たす者を、解体工事業の技

術者とみなす経過措置は、令和３年６月３０日をもって終了しました。

現在、解体工事業の営業所技術者等としての要件を満たす資格等は次のとおりです。

特定建設業（監理技術者） 一般建設業（主任技術者）

・一級土木施工管理技士※１ ・監理技術者としての資格を有する者
・一級建築施工管理技士※１ ・二級土木施工管理技士（土木）※１
・技術士（建設部門又は総合技術監理部門 ・二級建築施工管理技士（建築又は躯体）
（建設））※２ ※１

・主任技術者としての要件を満たす者のう ・とび・とび工技能士（１級）
ち、指導監督的な実務経験を有するもの ・とび・とび工技能士（２級）で合格後、

解体工事に関し３年以上の実務経験を有
する者（平成１５年度以前の合格者は１
年以上）

・解体工事施工技士
・実務経験者

※１ 平成２７年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工

事講習の受講が必要

※２ 当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要

(3) 実務経験年数の取扱い

① 新とび・土工工事業の実務経験年数は、旧とび・土工工事業の全ての実務経験

年数とする。

② 解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事業の実務経験年数のうち、解体

工事に係る実務経験年数とする。
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法施行前（旧とび） 法施行後（新とび、解体）

とび・土工 とび・土工 うち解体分
工 事 業

とび・土工 うち解体分
８年

３年

解体工事業
うち解体分

８年

３年

２ 許可証明書の交付

許可証明書は、許可通知書の紛失等により現に建設業の許可を有していることを証明で

きない場合や、許可の更新の申請後、当該申請の処分がなされず、一時的に許可の効力が

確認できない場合等に対応するため、申請に応じて発行しています。

メモ

① 手数料として１通４１０円が必要です。

② 証明は現在有効な許可についてのみ行います。

３ 許可関係書類の閲覧

法１３条の規定及び徳島県建設業者提出書類閲覧規則により、徳島県知事許可業者の許

可関係書類を閲覧することができます。

(1) 閲覧場所

主たる営業所を管轄する事務所

(2) 閲覧時間

開庁日の午前９時３０分から午後４時３０分まで

(3) 手続

閲覧の際、閲覧簿に閲覧しようとする提出書類の件名、自己の住所、氏名等必要事

項を記入してください。閲覧に係る費用は無料ですが、書類のコピーが必要な場合は、

情報提供又は情報公開の手続をとってください。
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